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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル地図を表示するための方法であって、
　場所リクエストをクライアント側のコンピュータデバイスから地図タイルサーバへ送る
ことと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスにおいて、前記地図タイルサーバから、前
記場所リクエストに応答して、リクエストされた場所を含む地理的領域に対応する１セッ
トの複数の地図タイルを受信することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記受信した複数の地図タイル
を、該複数の地図タイルの組み合わせからなる地図に相当するタイルグリッドに組立てる
ことと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記場所リクエストによってリ
クエストされた場所を象徴的に表す場所マーカーを、前記タイルグリッドと共に組立てら
れたときに三次元的外見を作り出すように、該タイルグリッドと共に組立てることと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記場所マーカーと共に組立て
られた前記タイルグリッドを、該タイルグリッドよりも狭い地図範囲に相当する１つのク
リッピング形状に対して整列させることと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスにおいて、前記整列の結果を地図画像とし
て表示することと、
を備える方法。
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【請求項２】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、ユーザ入力に応答して前
記クリッピング形状を前記タイルグリッドに対して移動させることによって前記地図画像
をパンすることを備える請求項１の方法。
【請求項３】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、第２セットの地図タイル
を前記地図タイルサーバから、受信し、前記第２セットの地図タイルを前記タイルグリッ
ドの中へ挿入することを備える請求項２の方法。
【請求項４】
　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、ズームした画像を求めるユーザ
リクエストに応答して第２セットの地図タイルを前記地図タイルサーバから取得すること
と、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記第２セットの地図タイルを
第２タイルグリッドに組立てることと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記第２タイルグリッドを前記
クリッピング形状に対して整列させ、前記整列の結果をズームした地図画像として表示す
ることと、
を備える請求項１の方法。
【請求項５】
　前記第２タイルグリッドを前記クリッピング形状に対して整列させ、前記整列の結果を
地図画像として表示することは、更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによ
って、組立てたタイルグリッドを前記クリッピング形状に対して整列させ、前記整列の結
果を地図画像として表示することであって、前記地図画像が三次元地図の外見を有するこ
と、を備える請求項４の方法。
【請求項６】
　前記整列の結果を地図画像として表示することは、更に、前記クライアント側のコンピ
ュータデバイスによって、制御ボタンを前記地図画像上へ重ね合わせることを備える請求
項１の方法。
【請求項７】
　クライアントでデジタル地図を表示させるためのサーバー装置であって、
　デジタル地図データから作成された地図に関連する１セットの複数の地図タイルを生成
するための手段と、
　クライアントから受信した候補の場所データを解釈するための手段であって、前記候補
の場所データは或る場所に対応する場所情報を含む、前記手段と、
　前記候補の場所データから前記場所情報を決定するための手段と、
　前記決定した場所情報に関連する要求された地図タイルを前記クライアントへ提供する
ための手段と、
　前記候補の場所データに関連する場所マーカー情報を求めるリクエストをクライアント
から受信するための手段と、
　前記リクエストに応じて、前記場所マーカー情報に対応する前記或る場所を象徴的に表
す場所マーカーが、前記１セットの複数の地図タイルと組立てられたときに前記デジタル
地図に三次元的外見を作り出すように、前記場所マーカー情報を含むオーバレイオブジェ
クトを前記クライアントへ提供するための手段と、
を備えるサーバー装置。
【請求項８】
　前記候補の場所データから前記場所情報を前記決定するための手段は、前記候補の場所
データを解析するための手段を備える請求項７のサーバー装置。
【請求項９】
　前記場所情報に関連する要求された地図タイルを前記クライアントへ前記提供するため
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の手段は、地図タイルのリクエストを前記クライアントから受信するための手段を備え、
前記地図タイルのリクエストは地図タイル識別子を含む請求項７のサーバー装置。
【請求項１０】
　前記地図タイル識別子は、前記場所情報の緯度および経度ならびに要求されたズームレ
ベルに関連している請求項９のサーバー装置。
【請求項１１】
　更に、
　前記場所情報に関連するドライブ道案内を求めるリクエストを受信するための手段と、
　前記ドライブ道案内に関連する画像のオーバレイを送信するための手段とを備え、前記
ドライブ道案内に関連する画像のオーバレイは前記場所情報に関連するデジタル地図と統
合されることができる、請求項７のサーバー装置。
【請求項１２】
　更に、
　前記場所情報に関連する画像のオーバレイを決定するための手段と、
　前記場所情報に関連する画像のオーバレイを前記クライアントへ送信するための手段と
を備え、前記場所情報に関連する画像のオーバレイは前記場所情報に関連するデジタル地
図の中へ統合されることができる、請求項７のサーバー装置。
【請求項１３】
　デジタル地図を作成するためのコンピュータプログラムであって、コンピュータに、
　候補データを受信する手順と、ここで、前記候補データは所望の場所を示す情報を含み
、
　前記候補データに基づいた場所データを受信する手順と、ここで、前記場所データは前
記所望の場所の実際の場所を示し、
　三次元的外見を持ち、前記所望の場所に関連する場所マーカーの情報を取得する手順と
、
　前記所望の場所に関連する第１地図タイルおよび前記第１地図タイルの近傍に配置され
た第１セットの地図タイルを取得する手順と、
　組立てられたときに前記第１地図タイルおよび前記第１セットの地図タイルおよび前記
所望の場所を象徴的に示す前記場所マーカーが三次元的外見を作り出すように、かつ、前
記所望の場所がクリッピング形状のほぼ中心の近傍に位置決めされるように、前記第１地
図タイルおよび前記第１セットの地図タイルおよび前記場所マーカーを組立てる手順と、
　前記組立てた前記第１地図タイルおよび前記第１セットの地図タイルおよび前記場所マ
ーカーを出力する手順と、
を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記所望の場所がクリッピング形状のほぼ中心の近傍に位置決めされるように前記第１
地図タイルおよび前記第１セットの地図タイルおよび前記場所マーカーを前記組立てる前
記手順は、
　前記第１地図タイルおよび前記第１セットの地図タイルをタイルグリッドに組立てる手
順と、
　前記クリッピング形状の中心が前記第１地図タイルのほぼ前記所望の場所の上に位置決
めされるように前記クリッピング形状を前記タイルグリッドの上に位置決めする手順と、
からなる請求項１３のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記場所マーカーは、情報ウィンドウを含む、請求項１３のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記情報ウィンドウのサイズおよび形状は、前記所望の場所に関連する情報の量に基づ
いて動的に作成される、請求項１５のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記場所マーカーは、更に、マーカーの陰影を備え、前記マーカーの陰影のサイズおよ
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び形状は前記情報ウィンドウの前記サイズおよび前記形状に基づいて動的に作成される、
請求項１６のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　更に、前記コンピュータに、前記組立てた地図タイルの上に配置された１つ以上の制御
オブジェクトを取得および表示する手順を実行させる、請求項１５のコンピュータプログ
ラム。
【請求項１９】
　デジタル地図を決定しそして提供するための装置であって、
　場所リクエストをクライアント側のコンピュータデバイスから地図タイルサーバへ送る
ための手段と、
　前記場所リクエストに応答して、リクエストされた場所を含む地理的領域に対応する１
セットの複数の地図タイルを受信するための手段と、
　前記受信した複数の地図タイルを、該複数の地図タイルの組み合わせからなる地図に相
当するタイルグリッドに組立てるための手段と、
　前記場所リクエストによってリクエストされた場所を象徴的に表す場所マーカーを、前
記タイルグリッドと共に組立てられたときに三次元的外見を作り出すように、該タイルグ
リッドと共に組立てるための手段と、
　前記場所マーカーと共に組立てられた前記タイルグリッドを、該タイルグリッドよりも
狭い地図範囲に相当する１つのクリッピング形状に対して整列させるための手段と、
　前記整列の結果を地図画像として表示するための手段と、
を備える装置。
【請求項２０】
　場所リクエストをクライアント側のコンピュータデバイスから地図タイルサーバへ送る
ための前記手段は、前記場所リクエストを地図タイルリクエストに変換するための手段を
備える、
請求項１９の装置。
【請求項２１】
　前記場所リクエストを地図タイルリクエストに前記変換するための手段は、
　前記場所リクエストに関連する緯度数および経度数を受信するための手段と、
　前記緯度数および前記経度数をタイル識別数に変換するための手段と、
を備える請求項２０の装置。
【請求項２２】
　前記タイル識別数は、デジタル地図に関連する１セットのタイルの原点に対する数であ
る、請求項２１の装置。
【請求項２３】
　情報をデジタル地図上に表示するための方法であって、
　クライアント側のコンピュータデバイスにおいて、所望の場所に対応する場所データを
ユーザから受信することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記場所データに基づいてデジ
タル地図をサーバから取得することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記場所データに関連する情報
マーカーの画像を取得することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記情報マーカーの陰影の画像
を取得することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、表示されたときに三次元的外見
を作り出すように前記情報マーカーの画像と該情報マーカーの陰影の画像を前記デジタル
地図上に重ね合わせ、前記情報マーカーが前記所望の場所を象徴的に表すように、前記情
報マーカーの前記画像及び該情報マーカーの陰影の前記画像を前記デジタル地図と共に組
み立てることと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスにおいて、前記デジタル地図ならびに前記
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重ね合わされた情報マーカーおよび情報マーカーの陰影の画像を表示することと、
を備える方法。
【請求項２４】
　前記場所データに関連する情報マーカーの画像を取得することおよび前記情報マーカー
の陰影の画像を取得することは、
　前記場所データに関連するＨＴＭＬウィンドウを作成することと、
　前記ＨＴＭＬウィンドウのサイズに基づいて情報ウィンドウを作成することと、
　前記情報ウィンドウのサイズに基づいて情報マーカーの陰影の画像を作成することと、
を備える請求項２３の方法。
【請求項２５】
　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスにおいて、ユーザの動作に関連する制御ボ
タンの画像を生成することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスにおいて、前記制御ボタンの画像を前記デ
ジタル地図上に重ね合わせることと、
を備える請求項２３の方法。
【請求項２６】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、ユーザ入力に応答して前
記地図画像をその地理的領域に対応する衛星写真に置き換えること、
を備える請求項１の方法。
【請求項２７】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記衛星写真にオブジェ
クトを重ね合わせることを備え、前記オブジェクトは場所マーカー、情報ウィンドウ、グ
ラフィカルなドライブ道案内、強調された領域、および重ね合わされたオブジェクトの陰
影の少なくとも１つを含む、請求項２６の方法。
【請求項２８】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記衛星写真に対話式オ
ブジェクトを重ね合わせることを備え、前記対話式オブジェクトは対話式情報ウィンドウ
、ズーム制御、およびシフト制御の少なくとも１つを含む、請求項２６の方法。
【請求項２９】
　前記ユーザ入力は、ユーザが衛星写真モードを選択することができるユーザインタフェ
ースオブジェクトで提供される、請求項２６の方法。
【請求項３０】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記地図画像にオブジェ
クトを重ね合わせることを備え、前記オブジェクトはグラフィカルなドライブ道案内、情
報ウィンドウ、強調された領域、および重ね合わされたオブジェクトの陰影の少なくとも
１つを含む、請求項１の方法
【請求項３１】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記地図画像に対話式オ
ブジェクトを重ね合わせることを備え、前記対話式オブジェクトは対話式情報ウィンドウ
、ズーム制御、およびシフト制御の少なくとも１つを含む請求項１の方法。
【請求項３２】
　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、文章のドライブ道案内を表示す
ることと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記文章のドライブ道案内を含
む手引きに関連する情報ウィンドウを開くことであって、前記情報ウィンドウが前記手引
きに対応する拡大した地図画像を表示すること、
を備える請求項１の方法。
【請求項３３】
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　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、グラフィカルなドライブ道案内
を前記拡大した地図画像に重ね合わせることを備える請求項３２の方法。
【請求項３４】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、ユーザ入力に応答して前
記拡大した地図画像をその地理的領域に対応する衛星写真に置き換えることを備える請求
項３２の方法。
【請求項３５】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記置き換えられた衛星
写真にグラフィカルなドライブ道案内を重ね合わせることを備える請求項３４の方法。
【請求項３６】
　前記情報ウィンドウは、ユーザが衛星写真モードを選択することができるユーザインタ
フェースオブジェクトを含む、請求項３２の方法。
【請求項３７】
　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、調整可能なサイズを有するウィ
ンドウ内に前記地図画像を表示することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記ウィンドウの前記サイズの
変更に応答して前記表示された地図画像を動的にサイズ変更することと、
を備える請求項１の方法。
【請求項３８】
　前記表示された地図画像を動的にサイズ変更することは、前記地図画像を前記ウィンド
ウ内の中心に合わせることを含み、ズームレベルを変更することなく実行される、請求項
３７の方法。
【請求項３９】
　前記場所リクエストは単一のテキストボックスを用いて開始される、請求項１の方法。
【請求項４０】
　前記場所リクエストは、単一のテキストボックスを用いて開始され、検索する項目と検
索する項目の領域とを指定する組み合わせ検索を含む、請求項１の方法。
【請求項４１】
　前記場所リクエストは、特定の場所を指定する場所ショートカットを用いて、その場所
の実際の住所を用いることなく開始される、請求項１の方法。
【請求項４２】
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、大まかな領域を指定する前記場
所リクエストに応答して、前記地図画像に前記大まかな領域の周りに輪郭線を描画するこ
とを更に備える請求項１の方法。
【請求項４３】
　１つは出発する住所のためであり、１つは到着する住所のための２つのテキストボック
スを用いて前記場所リクエストは開始される、請求項１の方法。
【請求項４４】
　１つは検索する項目のためであり、１つは検索する項目の領域のための２つのテキスト
ボックスを用いて前記場所リクエストは開始される、請求項１の方法。
【請求項４５】
　前記場所リクエストに応答して地図タイルを受信することは、受信した地図タイルをキ
ャッシュすることを含む、請求項１の方法。
【請求項４６】
　前記地図画像はある角度で傾斜されて等角法ビューを提供し、前記場所マーカーは前記
地図画像に重ね合わされて表示される１つ以上の場所マーカーを含み、該場所マーカーは
前記地図画像に立っているかのように見え、各場所マーカーは前記地図画像に重ね合わさ
れた陰影を有する、請求項１の方法。
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【請求項４７】
　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、地図オブジェクトオーバレイ画
像を描画することと、前記地図オブジェクトオーバレイ画像は、情報ウィンドウ、グラフ
ィカルなドライブ案内、強調表示、および地図オブジェクトの陰影の少なくとも１つを含
み、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記地図画像に前記地図オブジ
ェクトオーバレイ画像を重ね合わせることと、
を備える請求項１の方法。
【請求項４８】
　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスにおいて、１つ以上の地図オブジェクトオ
ーバレイ画像の図形描出のためのベクター情報を受信することであって、前記ベクター情
報は、情報ウィンドウ、グラフィカルなドライブ案内、強調表示、および地図オブジェク
トの陰影の少なくとも１つを含み、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記地図オブジェクトオーバレ
イ画像のグラフィカルな定義を計算することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記地図オブジェクトオーバレ
イ画像の供給のリクエストを送信することと、
を備える請求項１の方法。
【請求項４９】
　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記リクエストした前記地図オ
ブジェクトオーバレイ画像を受信することと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記地図画像に前記地図オブジ
ェクトオーバレイ画像を重ね合わせることと、
を備える請求項４８の方法。
【請求項５０】
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、印刷リクエストに応答して、前
記地図画像は、表示解像度のタイルに比べて高い解像度を有す印刷解像度のタイルを用い
て再組立てることを更に備える、請求項１の方法。
【請求項５１】
　更に、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、局所検索の文章の結果を表示す
ることと、
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、地図画像に１つ以上の場所マー
カーを重ね合わせることであって、各場所マーカーは前記局所検索の前記文章の結果の１
つに対応すること、
を備える請求項１の方法。
【請求項５２】
　更に、前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記場所マーカーの１つ
に関連する情報ウィンドウを開くことを備え、前記情報ウィンドウは住所を提供し、ユー
ザがその住所に向かうまたはその住所からのドライブ案内を得られるようにする、請求項
５１の方法。
【請求項５３】
　前記局所検索の前記文章の結果は、１つ以上の場所絞り込みに基づいて採点される、請
求項５１の方法。
【請求項５４】
　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、ユーザからクリッピング形状の
変更要求を受け付けることと、
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　前記クライアント側のコンピュータデバイスによって、前記クリッピング形状の変更要
求に応じて、前記タイルグリッドのサイズを変更すること
を更に備える、請求項１の方法。
【請求項５５】
　デジタル地図を表示するためのコンピュータプログラムであって、クライアント側のコ
ンピュータデバイスに、
　場所リクエストを該クライアント側のコンピュータデバイスから地図タイルサーバへ送
る手順と、
　前記地図タイルサーバから、前記場所リクエストに応答して、リクエストされた場所を
含む地理的領域に対応する１セットの複数の地図タイルを受信する手順と、
　前記受信した複数の地図タイルを、該複数の地図タイルの組み合わせからなる地図に相
当するタイルグリッドに組立てる手順と、
　前記場所リクエストによってリクエストされた場所を象徴的に表す場所マーカーを、前
記タイルグリッドと共に組立てられたときに三次元的外見を作り出すように、前記タイル
グリッドと共に組立てる手順と、
　前記場所マーカーと共に組立てられた前記タイルグリッドを、該タイルグリッドよりも
狭い地図範囲に相当する１つのクリッピング形状に対して整列させる手順と、
　前記整列の結果を地図画像として表示する手順と
を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項５６】
　前記クライアント側のコンピュータデバイスに、ユーザ入力に応答して前記地図画像を
その地理的領域に対応する衛星写真に置き換えること手順を更に実行させるための請求項
５５のコンピュータプログラム。
【請求項５７】
　デジタル地図を表示するためのクライアント装置であって、
　場所リクエストを前記クライアント装置から地図タイルサーバへ送る手段と、
　前記地図タイルサーバから、前記場所リクエストに応答して、リクエストされた場所を
含む地理的領域に対応する１セットの複数の地図タイルを受信する手段と、
　前記受信した複数の地図タイルを、該複数の地図タイルの組み合わせからなる地図に相
当するタイルグリッドに組立てる手段と、
　前記場所リクエストによってリクエストされた場所を象徴的に表す場所マーカーを、前
記タイルグリッドと共に組立てられたときに三次元的外見を作り出すように、前記タイル
グリッドと共に組立てる手段と、
　前記場所マーカーと共に組立てられた前記タイルグリッドを、該タイルグリッドよりも
狭い地図範囲に相当する１つのクリッピング形状に対して整列させる手段と、
　前記整列の結果を地図画像として表示する手段と、
を備えるクライアント装置。
【請求項５８】
　ユーザ入力に応答して前記地図画像をその地理的領域に対応する衛星写真に置き換える
手段、
を更に備える請求項５７のクライアント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００４年５月３日出願の米国仮特許出願第６０／５６７，９４６号に対す
る優先権を主張し、その全体を引用して本明細書に組込む。本出願はまた、２００４年３
月２３日出願の米国仮特許出願第６０／５５５，５０１号に対する優先権を主張し、その
全体を引用して本明細書に組込む。
【０００２】
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　本発明の原理に整合する実装様態は、一般的にマッピングシステムに関し、より詳細に
は、デジタル環境におけるマッピングシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　コンピュータ化したマッピングシステムが、旅行計画を容易にするために開発されてき
た。例えば、旅行計画インターネットウェブサイトが、商用に供されており、良く知られ
ている。そのようなウェブサイトは、普通にはユーザが要求した場所クエリを入力するこ
とができ、それにより要求した場所に関連する地図がユーザへ提供できる。また、良く知
られたウェブサイトは、ユーザに旅行の出発点と終着点を記入させて、次いで旅程を計算
しユーザへ提供することに使用できる。
【０００４】
　以下に続く本発明の幾つかの態様の詳細な検討のための背景として、図１から図４が、
従来の例示的デジタルマッピングシステムの幾つかの態様を表す。図１は、地図リクエス
ト記入のウェブページ１０５を表示するウェブブラウザのユーザインタフェース１００を
示す。図示のように、ユーザは、所望の場所のモンタナ州４５６１９、ビリングス、メイ
ンＳｔ．３５３を記入した。地図を作成するべき所望の場所を記入した後に、図１に示す
ように、ユーザは次いで、「地図リクエスト」ボタン１１０を選択することで（普通には
遠隔サーバから）地図を要求する。地図画像は次いで、普通には遠隔サーバで生成され、
ユーザのコンピュータデバイスへ送信され、結局地図表示のウェブページにあるウェブブ
ラウザのユーザインタフェース１００上に表示される。
【０００５】
　図２は、ウェブブラウザのユーザインタフェース１００上の例示的地図表示のウェブペ
ージ２００を示す。ここでは、地図表示のウェブページ２００は、図１からの地図リクエ
ストの結果を表示している。表示された情報は、一般的に地図画像２０５から成り、要求
された場所および周囲の領域を表す。図２に示すように、要求された場所は、地図画像２
０５上に住所アイコン２０８で識別され、住所アイコン２０８は、普通には地図画像２０
５の中心に配置される。また、要求された場所および住所アイコン２０８は、地図表示の
ウェブページ２００内の地図凡例ウィンドウ２１０にも表示されてもよい。住所アイコン
２０８は、普通には簡単な二次元画像であり、地図画像２０５内で他のそのようなアイコ
ンと近接近して表示される場合、視覚的混乱を生じることがあり、それぞれのアイコンが
地図画像２０５内で実際に示す箇所に関してユーザを困惑させ、誤り導くことがある。
【０００６】
　地図のウェブページ２００は、地図画像２０５が表示される様式を制御するよう選択で
きるボタンまたは他のユーザインタフェースオブジェクトも表示できる。例えば、図２に
示すように、ズーム制御オブジェクト２２０が一般的に設けられ、ユーザが「拡大」また
は「縮小」することを容認し、それによって地図画像２０５の表示された縮尺比にそれに
応じて影響を及ぼし、その一方で、普通には住所アイコン２０８で印付けた所望の場所を
画像の中心に保持する。また、「下向矢印」方向ボタン２１５等の方向ボタンまたは他の
同様なユーザインタフェースオブジェクトが設けられてもよく、地図画像２０５の「南の
」境界を越えたためにこれまでは隠されていたより多くの地図情報を表示すること等によ
ってユーザが画像を「パン」することを容認し、その一方で、これまで表示されていた地
図情報の「北の」部分の相当する部分をシフトさせて隠す。図２に示すように、そのよう
な画像制御オブジェクトは、従来では地図画像２０５の境界領域の外側に表示され、地図
表示ウェブページ２００内の地図画像２０５のために利用可能なスペースの量を低減させ
る。
【０００７】
　普通には、（図２に示すズーム制御オブジェクト２００または方向ボタンボタン２１５
等の）画像制御オブジェクトが選択される場合、ＨＴＴＰリクエストがサーバへ送信され
、サーバはそこで選択されたズームレベルで表示されるべき新規の地図情報を含む新規の
画像を送信する。
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【０００８】
　具体的には、図３に示すような、例示的システムにおいて、ウェブブラウザ３００は、
要求された地図画像に対する場所情報を含むＨＴＴＰリクエストをウェブサーバ３０５へ
送る。ＨＴＴＰリクエストは、図１に示すように、データ記入ウェブページ１０５を通し
てウェブブラウザユーザインタフェース１００を介して受信した場所データから成っても
よい。例えば、図１に示し、先に説明したように、ユーザは以下の地図を作成するべき所
望の場所を記入してよい：モンタナ州４５６１９、ビリングス、メインＳｔ．３５３。ユ
ーザは次いで、「地図リクエスト」ボタン１１０を選択することで道案内を要求し、この
選択イベントが、結局図３に示すＨＴＴＰリクエストをウェブブラウザ３００からウェブ
サーバ３０５へ（直接的または間接的に）送信させる。ＨＴＴＰリクエストに応答して、
ウェブサーバ３０５は、データベースクエリ（「ＤＢクエリ」）を地図ベクターデータベ
ース３１０へ送る。地図ベクターデータベース３１０は、普通には所望の場所データにつ
いての対応するベクターを決定し、これらのベクターをウェブサーバ３０５へ送信する。
ウェブサーバ３０５は次いで、普通には受信したベクターを用いて所望の地図のビットマ
ップ画像を生成し、ビットマップをウェブブラウザ３００が対応している画像フォーマッ
ト（例えば、ＧＩＦ、ＰＮＧ、ＪＰＥＧ等）に変換する。ウェブサーバ３０５は次いで、
画像をウェブブラウザ３００へ、一般的にそれをハイパーテキスト記述言語（ＨＴＭＬ）
コード内に埋め込んで送信する。地図画像は次いで、（図２に示し、先に説明したように
）ウェブブラウザユーザインタフェース１００によりユーザへ表示される。従って、ユー
ザが郵便住所を記入すること、または現在の地図ビューの付近にあるナビゲーションリン
クをクリックすることで新規の地図ビューを要求する場合に、ウェブブラウザ３００は、
ウェブサーバ３０５へ新規の地図ビューの境界を示すリクエストを送る。ウェブサーバ３
０５は、次にデータベースから対応するベクターベースの地図データを抽出し、地図のビ
ットマップ画像を描画する。ウェブサーバ３０５は次いで、ビットマップ画像をウェブブ
ラウザ３００が対応している画像フォーマットへ変換し、画像を、場合によってはＨＴＭ
Ｌに埋め込んで、ユーザへの表示のためにウェブブラウザ３００へ返す。そのようなシス
テムの商用実装様態は、ＡＯＬ社のMapQuest (http://www.mapquest.com)、ヤフー社のTe
lcontarベースの「SmartView」地図(http://maps.yahoo.com)、およびマイクロソフト社
のMapPoint.netスイート (例えば、http://maps.msn.com)を含む。
【０００９】
　図４は、地図データをウェブブラウザへ提供するために使用される第２の例示的システ
ムを示す。図４に示すように、ウェブブラウザ３００は、図３に対して先に説明したもの
と同じ様式でＨＴＴＰリクエストをウェブサーバ３０５へ送信する。ウェブブラウザ３０
０からのＨＴＴＰリクエストを受信すると、図４に示すウェブサーバ３０５は、要求され
た場所データを含むデータベースクエリ（「ＤＢクエリ」）を地図ラスタデータベース４
１０へ送信する。地図ラスタデータベース４１０は、データベースクエリに基づいて適切
な画像を大きい予め描画した地図画像の中から抽出する。要求された画像は次いで、ウェ
ブサーバ３０５へ送信され、ウェブサーバ３０５はそこで先に説明したように画像をウェ
ブブラウザ３００へ送信する。従って、図４に示すようなデジタルマッピングシステムで
は、ベクターを抽出し、地図画像を描画するステップは、大きい予め描画した画像の適切
な一部を単に抽出するステップで置き換えられる。そのようなシステムの商用実装様態は
、英国のMultiMaps (http://multimaps.com)およびオーストラリアのWhereIs (http://ww
w.whereis.com.au) を含む。かかるシステムは、普通にはかかる地図の印刷バージョンを
生成することにも使用される同じベクターベースのファイルから地図画像を生成すること
にも、注目すべきである。
【００１０】
上記の問題の幾つかは数多くのより小さい画像（「タイル」として知られる）をウェブサ
ーバ３０５からウェブブラウザ３００へ送信することによって克服できるであろうことに
デジタルマッピングウェブサイトの幾つかのプロバイダが気付いた。これらのより小さい
タイルは、次いで、ウェブブラウザ３００によってより大きい画像に組立てることができ
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る。例えば、マイクロソフト社のTerraServer米国サイトは（http://terraserver.homead
visor.msn.com/）、現在、衛星写真を表示するためにタイル化する手法を用いている。
【発明の開示】
【００１１】
　デジタルマッピングシステムの態様を実装するための種々の方法、システム、および装
置が開示されている。１つのかかる方法は、場所リクエストをクライアント側コンピュー
タデバイスから地図タイルサーバへ送ること、場所リクエストに応答して１セットの地図
タイルを受信すること、前記受信した地図タイルをタイルグリッドに組立てること、タイ
ルグリッドをクリッピング形状に対して整列させること、そして、結果を地図画像として
表示することを含む。本発明の態様に従う１つの装置は、場所リクエストをクライアント
側コンピュータデバイスから地図タイルサーバへ送るための手段、場所リクエストに応答
して１セットの地図タイルを受信するための手段、前記受信した地図タイルをタイルグリ
ッドに組立てるための手段、タイルグリッドをクリッピング形状に対して整列させるため
の手段、そして、結果を地図画像として表示するための手段を含む。かかる装置は、更に
、表示した地図画像上への対話式オーバレイとして方向制御またはズーム制御のオブジェ
クトを含んでもよく、地図タイル画像上に経路または場所のオーバレイも、含んでいても
よい。
【００１２】
　この明細書に組込まれ、その一部を構成する添付図面は、種々の実施の形態を図示する
。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
【００２２】
【００２３】
【００２４】
【００２５】
【００２６】
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
【００３５】
【００３６】
【００３７】
【００３８】
【００３９】
【００４０】
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
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　本発明の実施形態を開示の種々の態様を、マッピング情報を取得し、表示するための装
置、システム、および方法の文脈の中で明細書に説明する。以下の説明は例証的のみであ
り、何らかの限定を行うものではないことを当該技術に精通する者は感知するであろう。
他の態様もこの開示の恩恵を有する者にとり容易に自明であろう。
【００４２】
　例えば、Java言語、JavaScript、Javaアプレット技術、Ｃ、Ｃ＋＋、Perl、Pascal、Sm
alltalk、FORTRAN、アセンブリ言語、ＨＴＭＬ（すなわち、ハイパーテキスト記述言語）
、ＤＨＴＭＬ（すなわち、ダイナミックハイパーテキスト記述言語）、ＸＭＬ（すなわち
、拡張可能記述言語）、ＸＬＳ（すなわち、拡張可能スタイル言語）、ＳＶＧ（すなわち
、スケーラブルベクターグラフィックス）、ＶＭＬ（すなわち、ベクター記述言語）、マ
クロメディア社のFlash技術等の、数多くのコンピュータプログラミング言語が、本発明
の態様を実装することに使用されてもよい。更に、手続き型、オブジェクト指向、または
人工知能技術等の種々のプログラミング手法が、それぞれ特定の実装要件によって用いら
れてもよい。
【００４３】
　同じ参照番号を、この文書において図面および説明の全体にわたり用いて、同じかまた
は同様の部分に言及する。更に、本明細書における幾つかの図は、方法およびシステムを
示すフローチャートである。これらフローチャートのそれぞれのブロック、およびこれら
フローチャートにおけるブロックの組合せは、コンピュータプログラム命令で実装されて
もよいことが理解されるであろう。これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュー
タまたは他のプログラム可能な装置上へ読み込まれてマシンを生じてもよく、それにより
コンピュータまたは他のプログラム可能な装置上で実行する命令はフローチャートのブロ
ック（単数または複数）に指定された機能を実装するための構造を作成する。また、コン
ピュータまたは他のプログラム可能な装置に特定の様式で機能するよう指図できるこれら
のコンピュータプログラム命令は、コンピュータ可読メモリに格納されてもよく、それに
よりコンピュータ可読メモリに格納された命令がフローチャートのブロック（単数または
複数）に指定された機能を実装する命令体系を含む製造品を作成する。また、コンピュー
タプログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラム可能な装置上へ読み込まれてよ
く、一連の操作上のステップをコンピュータまたは他のプログラム可能な装置上で実行さ
せて、コンピュータ実装のプロセスを作成し、それによりコンピュータまたは他のプログ
ラム可能な装置上で実行する命令がフローチャートのブロック（単数または複数）に指定
された機能を実装するためのステップを提供する。
【００４４】
　従って、フローチャートのブロックは、指定された機能を実行するステップの組合せお
よび指定された機能を実行するためのステップの組合せに対応している。また、フローチ
ャートの各ブロック、およびフローチャートにおけるブロックの組合せは、指定の機能ま
たはステップを実行する特別用途ハードウェアに基づくコンピュータシステム、または特
別用途ハードウェアおよびコンピュータ命令の組合せで実装できることも、理解されるで
あろう。
【００４５】
　図５は、本発明の態様に従う分散型ネットワークシステム５００を示す。コンピュータ
デバイス５０３が、ネットワーク５０５へ接続されて、示されている。また、種々のサー
バも、ネットワーク５０５へ接続されている。例えば、ウェブサーバ５１０、タイルサー
バ５１５、および場所データサーバ５２０は、全てがネットワーク５０５と通信している
として示されているが、他のサーバ（不図示）も、ネットワーク５０５へ接続されてもよ
い。コンピュータデバイス５０３は、パーソナルコンピュータ、携帯電話、携帯情報端末
、車両に配置されるナビゲーションシステム等の演算用に構成されたどのような種類のデ
バイスであってもよい。サーバ５１０、５１５および５２０は、ネットワークサーバまた
はウェブサーバ等のそれぞれがネットワーク５０５上でホスティングサービス能力のある
どのようなデバイスであってもよい。また、サーバ５１０、５１５および５２０は、ユー
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ザ入力に基づいて幾らかまたは全てのマッピング情報を決定および／または取得する能力
があってもよい。代替として、コンピュータデバイス５０３は、旅程を決定および／また
は取得する能力を装備していてもよい。幾つかの実装では、コンピュータデバイスおよび
サーバ（またはその種々の部分）は、１つ以上のマシンに共同で配置されていてもよい。
【００４６】
　ネットワーク５０５は、どのような種類の分散型ネットワークであってもよく、例えば
ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、交換電話ネットワーク、イントラネッ
ト、インターネットまたはワールドワイドウェブネットワーク等であってもよい。代替と
して、ネットワーク５０５は、コンピュータデバイス５０３とサーバ５１０、５１５、お
よび５２０との間の直接的な接続であってもよい。コンピュータデバイス５０３、ネット
ワーク５０５および／またはサーバ５１０、５１５、および５２０は、どのような種類の
有線または無線接続を介して通信してもよい。その上、ネットワーク５０５と通信してい
るコンピュータデバイス５０３、サーバ５１０、５１５、および５２０、ならびに、他の
コンピュータデバイス（不図示）、および／または他のサーバ（不図示）が、本明細書中
に説明するいずれかまたは全ての機能を実行することに使用されてもよい。
【００４７】
　図６は、コンピュータデバイス５０３、またはサーバ５１０、５１５、および５２０の
例示的な線図である。コンピュータデバイス／サーバ５０３／５１０／５１５／５２０は
、バス６００、１つ以上のプロセッサ６０５、主メモリ６１０、読出専用メモリ（ＲＯＭ
）６１５、記憶装置６２０、１つ以上の入力デバイス６２５、１つ以上の出力デバイス６
３０、および通信インタフェース６３５を含んでいてもよい。バス６００は、コンピュー
タデバイス／サーバ５０３／５１０／５１５／５２０の構成要素間での通信を許容する１
つ以上の導線を含んでいてもよい。
【００４８】
　プロセッサ６０５は、命令を解釈して実行するどのような種類の従来のプロセッサ、マ
イクロプロセッサ、または処理ロジックを含んでいてもよい。主メモリ６１０は、プロセ
ッサ６０５による実行のための情報および命令を格納するランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）または別の種類の動的記憶装置を含んでいてもよい。ＲＯＭ６１５は、プロセッサ６
０５による使用のための静的情報および命令を格納する従来のＲＯＭ装置または別の種類
の静的記憶装置を含んでいてもよい。記憶装置６２０は、磁気および／または光学記録媒
体およびその対応する駆動部を含んでいてもよい。
【００４９】
　入力デバイス６２５は、キーボード、マウス、ペン、スタイラス、手書き認識、音声認
識、生体メカニズム等の、ユーザが情報をコンピュータデバイス／サーバ５０３／５１０
／５１５／５２０へ入力することを許容する１つ以上の従来のメカニズムを含んでいても
よい。出力デバイス６３０は、ディスプレイ、プリンタ、スピーカ等を含む、ユーザへ情
報を出力する１つ以上の従来のメカニズムを含んでいてもよい。通信インタフェース６３
５は、コンピュータデバイス／サーバ５０３／５１０／５１５／５２０が他のデバイスお
よび／またはシステムと通信することを可能にするどのようなトランシーバのようなメカ
ニズムを含んでいてもよい。例えば、通信インタフェース６３５は、ネットワーク５０５
等のネットワークを介して別のデバイスまたはシステムと通信するためのメカニズムを含
んでいてもよい。
【００５０】
　下記で詳細に説明するように、コンピュータデバイス５０３および／またはサーバ５１
０、５１５、および５２０は、データ記憶装置６２０等の別のコンピュータ可読媒体から
、または通信インタフェース６３５を介して別のデバイスからメモリ６１０へ読出されて
もよいソフトウェア命令に基づいて操作を実行してもよい。メモリ６１０内に含まれるソ
フトウェア命令は、プロセッサ６０５に後述するプロセスを実行させる。代替として、配
線で接続された回路が、ソフトウェア命令の代わりにまたはそれと組合せて使用されて本
発明に整合するプロセスを実装してもよい。従って、種々の実装は、ハードウェア回路お
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よびソフトウェアのどのような特定の組合せにも限定されない。
【００５１】
　ウェブブラウザユーザインタフェース（図１および図２に示すウェブブラウザインタフ
ェース１００等）を備えるウェブブラウザ（図３および図４に示すウェブブラウザ３００
等）は、情報（文章および図形情報等）をコンピュータデバイス５０３上に表示すること
に使用されてもよい。ウェブブラウザ３００は、図５に示すネットワーク５０５を介して
受信した情報を表示することのできるどのような種類の視覚的表示を備えていてもよく、
例えばマイクロソフト社のInternet Explorerブラウザ、ネットスケープ社のNavigatorブ
ラウザ、MozillaのFirefoxブラウザ、PalmSource社のWeb Browser、またはネットワーク
４０５と通信することのできるいずれかの他の閲覧もしくは他のアプリケーションソフト
ウェア等であってもよい。また、コンピュータデバイス５０３は、ブラウザアシスタント
を含んでいてもよい。ブラウザアシスタントは、プラグイン、アプレット、ダイナミック
リンクライブラリ（ＤＬＬ）、または同様の実行可能なオブジェクトもしくはプロセスを
含んでいてもよい。更に、ブラウザアシスタントは、ウェブブラウザ３００へ拡張機能を
提供するツールバー、ソフトウェアボタン、またはメニューであってもよい。代替として
、ブラウザアシスタントは、ウェブブラウザ３００の一部であってもよく、その場合、ブ
ラウザ３００はブラウザアシスタント機能を実装することになる。
【００５２】
　ブラウザ３００および／またはブラウザアシスタントは、ユーザとコンピュータデバイ
ス５０３および／またはネットワーク５０５との間の媒介物として動作してもよい。例え
ば、ネットワーク５０５に接続されたデバイスから受信したソースドキュメントまたは他
の情報は、ブラウザ３００を介してユーザへ出力されてもよい。また、ブラウザ３００お
よびブラウザアシスタントの両方は、ソースドキュメントをユーザへ出力する前に受信し
たソースドキュメント上に操作を行うことができる。更に、ブラウザ３００および／また
はブラウザアシスタントは、ユーザ入力を受信し、ネットワーク５０５に接続されたサー
バ５０５／５１５／５２０または他のデバイスへ入力されたデータを送信してもよい。
【００５３】
例示的システムの概要およびユーザインタフェース
　下記でより詳細に説明するように、一実施の形態の幾つかの態様は、それぞれ適切な１
セットの分離したズームレベルの大きい（例えば、米国全体の規模の）連続した地図のラ
スタ画像の存在を想定している。一時的なオフライン段階中に、システムは、この大きい
ラスタ画像を生成し、所望の地図ビューより一般的に１桁小さいサイズのセグメント（例
えば、長方形タイル）に切り分け、これらのタイルをウェブブラウザが対応しているフォ
ーマットでサーバ側データベースに格納する。
【００５４】
　図７の例に示すように、ウェブユーザが新規の地図ビューをアプリケーションソフトウ
ェア７００（例えば図３および図４に示すウェブブラウザ３００等）を介して要求する場
合、ウェブブラウザに（または、限定しないが、図６に示す主メモリ６１０、ＲＯＭ６１
５、および／または記憶装置６２０として実装できるであろう、図７にローカルメモリ７
０５として示すウェブブラウザのキャッシュに）既に存在するタイルと併せて必要である
最小の１セットのタイルのみに対するＨＴＴＰリクエストが、サーバ７１０へ送られて、
新規ビューを作成する。これらのＨＴＴＰタイルリクエストに対する応答のフォーマット
は、ヘッダフィールドにウェブブラウザがタイルをローカルでキャッシュに格納するよう
促す情報を含んでいる。１セットのスクリプトを実行することによって、ウェブブラウザ
は次いで、組み合わせたタイルのセットをユーザへの提供のための新規ビューにシームレ
スに組立てる。古い地図ビューは一般的に未だブラウザに存在しているため、追加のスク
リプトを用いて、古い地図ビューから新しい地図ビューへの移行を、パンおよび／または
ズーム操作の一部として、滑らかに動画化してもよい。その上、場所マーカーおよび経路
を、例えば、ドライブ道案内、局所検索、職業別電話帳の参照等のユーザリクエストに応
答して、予め描画した地図タイルの上に重ね合わせることができる。加えて、同様な技法
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は、例えば、地図画像上で地域および街路を強調することに使用できる。
【００５５】
　エンドユーザ（例えば図５に示すコンピュータデバイス上で動作しているウェブブラウ
ザと対話しているユーザ等）の視点から、図８は、本発明の態様に従う地図リクエストと
地図表示とを組み合わせたページ８００の一実施の形態を表す。図８に示すように、ペー
ジ８００は、地図画像８０５、重ね合わされた地図方向制御オブジェクト８１５、重ね合
わされたズーム制御オブジェクト８２０、場所リクエストテキスト記入フィールド８２５
、検索ボタン８３０、情報ウィンドウ８４０、場所マーカー８４５、場所マーカーの陰影
８５０、および情報ウィンドウの陰影８５５を含む。後で詳細に説明するように、地図画
像８０５は、タイルグリッドを地図画像８０５とほぼ同じサイズと形状を有するクリッピ
ング形状に対して整列させることによって実際に生成される。タイルグリッドは、一実施
の形態では、複数のより小さな個別の地図タイルで構成され、これらの地図タイルが表示
用のより大きな画像にシームレスに配置されてなるものである。当該技術に精通する者に
周知である画像オーバレイ技術および絶対位置決め技法を用いて、地図方向制御オブジェ
クト８１５およびズーム制御オブジェクト８２０は、地図画像８０５それ自体内に実際に
配置されてもよく、それによって表示ページ８００内で地図画像８０５のために利用可能
である領域を増大させる。このようにして、地図画像８０５に対する任意のサイズが実装
されてもよく、それは地図タイルの全ての数に限定されない。その上、どのような任意の
点も、地図画像８０５の中心に配置されてもよい。一実施の形態では、場所クエリテキス
ト記入フィールド８２５は、単一のテキストフィールドとして実装され、それにより地図
を作成するべき所望の場所の種々の構成要素（例えば、番地、市、州、または郵便番号等
）が多数のフィールドを用いて指定される必要はない。後で検討するように、一実施の形
態では、図８はまた、課金点８６０を地図画像の中心に含む（とはいえ、課金点８６０は
、普通には地図画像８０５上における可視特徴ではない）。
【００５６】
　検索ボタン８３０が選択される場合、テキスト記入フィールド８２５内に記入された地
図を作成するべき所望の場所は、ユーザのコンピュータデバイスまたは遠隔サーバのいず
れかで解析され、地図画像８０５が（本文書全体にわたり説明されている詳細なプロセス
によって）生成および表示される。記入フィールド８２５内に記入された所望の場所もま
た、その元の形式または解析した形式のいずれかで地図タイトル８４０として繰り返され
、表示されてもよい。地図を作成するべき所望の場所は、場所マーカー８４５およびその
陰影８５０によって地図画像８０５内に図形で識別される。後で説明するように、角度付
き陰影を備える場所マーカーを視覚的に二次元に表示する効果を使用することによって、
特に多数の場所マーカーが相互に近接して配置される場合、地図画像８０５内の視覚的混
乱は最少にされ、場所マーカーに対応する地図上の実際の場所は、より容易に地点として
識別されるであろう。
【００５７】
　ユーザ画像制御機能の観点で、地図方向制御オブジェクト８１５は、地図をクリッピン
グ形状サイズの、例えば２５％だけ矢印の方向にパンさせる１セットの矢印ラベル付パン
ボタンとして実装されてもよい。また、これらのボタンは、「西」、「北」または「北西
」等のコンパス方位でラベル付けもできる。図８に示すように、ズーム制御オブジェクト
８２０は、地図を単一レベルだけそれぞれ拡大および縮小させる「＋」および「－」のラ
ベル付きボタンを含んでいてもよい。これらのボタンはまた、対応するズームレベルの主
たる地理的な抽象概念、例えば、「街路」、「市」、「郡」、「州」、「国」等によって
ラベル付けられてもよい。また、図８に示すように、ズーム制御オブジェクト８２０も、
それぞれのズームレベルに対する分離した位置を持つスライダを含んでもよい。ユーザの
視点から、スライダを特定のズームレベルへ移動させることは、対応するズームレベルを
選択することと同じ効果を有してもよい。
【００５８】
　一実施の形態で提供されるユーザインタフェース機能の追加の例として、地図画像８０
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５の特定の部分を「クリックする」か、または他の方法で選択することで、選択した場所
を地図画像８０５の中心へパンさせる一方で、地図画像８０５の特定の部分を「ダブルク
リックする」か、または他の方法で強調して選択することで、選択した場所を地図画像８
０５の中心へパンさせると同時にズームレベルを増大させる。別の実施の形態では、地図
画像８０５の特定の部分を「ダブルクリックする」か、または他の方法で強調して選択す
ることで、選択した場所を地図画像８０５の中心へパンさせる一方で、場所マーカー（地
図画像８０５内のマーカーまたは地図画像８０５に隣接のマーカーのいずれか）をクリッ
クするか、または他の方法で選択することで、マーカーに関連する情報ウィンドウを開き
、その後に地図画像の何れかの部分をクリックするか、または他の方法で選択することで
、情報ウィンドウを閉じる。地図の動的サイズ変更も、一実施の形態で対応されている。
例えば、表示ウィンドウ８００がサイズ変更される場合、ウィンドウ内部の地図画像８０
５は再び中心に合わされ（それにより、これまでのウィンドウサイズで中心であった場所
を維持し）、地図はサイズ変更され（それにより、地図は新規ウィンドウがより小さい場
合により小さい領域を、新規ウィンドウがより大きい場合により大きい領域を示し）、ズ
ームレベルを変更することがなく、または一般的にユーザのウェブブラウザへの画像情報
の再送信を必要としない。一実施の形態では、ユーザは地図画像８０５のコーナーまたは
他の部分を（例えば、マウスのアイコンが選択したコーナーへ示す間に、マウスボタンを
押すことによって）「つかむ」ことができ、それを「ドラッグ」して地図画像をサイズ変
更する（例えば、マウスを選択した場所へ移動させる間マウスボタンを押し、次いでマウ
スボタンを放す）。
【００５９】
　一実施の形態は、マウスのドラッグ機能を実装し、それによって地図ビューは、例えば
、ユーザのマウスボタンを押し、マウスを新規の場所へ所望の地図ビューがもたらされる
までドラッグし、次いでマウスボタンを放すことによって、滑らかに位置を変えてもよい
。その上、地図スクロール機能も、一実施の形態で実装され、それによって地図ビューは
、単にユーザのキーボード上の矢印キーの起動により、または同様なユーザの動作により
位置を変える（つまり「パン」）されてもよい。
【００６０】
　一実施の形態では、全部または部分的な郵便住所をテキスト記入フィールド８２５内に
記入することで、地図画像８０５を対応する場所へパンさせ、記入された住所の完全性に
よって決まるレベルへズームさせる。例えば、「カリフォルニア州、バークリー、ブリス
トルＤｒ．６９３６」を記入することで、対応する場所へパンし、ズームレベルを街路の
レベルの近くに設定し、これに対して、より明確な住所情報なしに単に「カリフォルニア
州、バークリー」を記入することで、バークリーの市の中心へパンし、ズームレベルを都
市のレベルへ設定することになる。その上、場所の輪郭が、一実施の形態で実装され、そ
れにより、ユーザが明確な住所の代わりに大まかな領域（例えば、市、州、または郵便番
号）を指定する場合、輪郭線が大まかな領域の周りに描画でき、（例えば、図２８におけ
る場所輪郭線２８１０で示すように）それを強調する。この機能は、ユーザが距離を測り
、興味のある領域に焦点を当てることを支援できる。また、一実施の形態では、ユーザは
１セットのショートカット（例えば「自宅」、「仕事場」、または「祖母の家」等）を定
義してもよく、それは、記入されるか、または他の方法で選択された場合、所望のショー
トカット場所への地図画像における「ジャンプ」動作（または、要求された場所が現在の
場所に充分に近い場合「ズーム／パン」動作）を生じる。
【００６１】
　図８に示すように、一実施の形態は、また、「情報ウィンドウ」機能を実装し、それに
よってマーカー８４５等の場所マーカーをクリックするか、または他の方法で選択するこ
とで、マーカーで表された場所についてのより多くの情報を含む、地図画像８０５内に重
ね合わされた、対話式ウィンドウ８４０およびその陰影８５５を開く。
【００６２】
　テキスト記入フィールド８２５の中へ地図を作成するべき単一の場所を記入することに
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加えて、一実施の形態では、ユーザは組合せた検索を実行してもよく、それによってユー
ザは単一のテキストボックス内に検索する項目および全ての地図を作成する場所（例えば
、「サンフランシスコにある映画館」または「マウンテンビュー近くのピザ店」）を指定
してもよい。その上、先に説明した場所ショートカットと併せて、ユーザは、特定の場所
の名前（例えば、「自宅」、「仕事場」）を与えることができ（それは、住所録もしくは
同様のデータベースまたはユーザのコンピュータデバイス上のユーティリティと関連して
いても、していなくてもよい）次いで、テキスト記入フィールド８２５内へ検索先を記入
する場合に（例えば、「仕事場近くのバー」を検索する場合に）ショートカット名を用い
る。
【００６３】
　一実施の形態はまた、ドライブ道案内機能を図８に示すような単一のテキスト記入フィ
ールド８２５によって、または代替として、（図２７に示すテキスト記入フィールド８２
５および８２８で示すように）出発する場所のための１つのテキスト記入フィールドおよ
び終着場所のための第２テキスト記入フィールドによって、のいずれかで実装する。更な
る例示的な代替として、ドライブ道案内機能はまた、出発する場所フィールドのための１
セット（例えば、出発する住所、出発する市、出発する州等）および終着場所フィールド
のための第２セットの２セットの特定のテキスト記入フィールドによって実装されてもよ
い。ドライブ道案内の記入フィールドインタフェースにかかわらず、一実施の形態は、経
路情報のクライアント側描画を実装する。具体的には、一実施の形態で、サーバが、曲が
り角ごとの文章の道案内を、経路全体の図形描出のためのベクター情報と並んで、クライ
アントのコンピュータデバイスへ送信する。
【００６４】
　グラフィックによるドライブ道案内は次いで、以前に描画した地図画像の上にオーバレ
イとしてクライアントによって描画される。別の実施の形態では、クライアントがベクタ
ー情報を受信すると、クライアントは経路オーバレイ画像のグラフィック定義を演算し、
そのあと実際のオーバレイ画像を供給するようリクエストをサーバへ送信する。その上、
図２７に示すように、文章のドライブ道案内手引き２７３０（例えば、「モフェットＢｌ
ｖｄ．出口を取る」）が、ウェブページ８００上で地図画像８０５の近傍に表示されても
よい。文章のドライブ道案内の１つをクリックするか、または他の方法で選択することで
、地図画像８０５の対応するセクション（例えば、南行きＵＳ－１０１からモフェットＢ
ｌｖｄ．へのフリーウェイ出口ランプ）を指す情報ウィンドウを開く。図２７に示すよう
に、情報ウィンドウは、地図画像８０５の対応するセクションの拡大図を表示する。
【００６５】
　一実施の形態では、情報ウィンドウは、追加として、「衛星」ボタンまたは同様なユー
ザインタフェースオブジェクトを含み、それは、クリックするか、または他の方法で選択
される場合、地図のグラフィック拡大図を同じ領域の対応する衛星写真で置き換える。グ
ラフィカルなドライブ道案内（すなわち、経路を描出した軌跡）も、また、衛星画の上に
オーバレイとして表示できる。「衛星」ボタンまたは同様なユーザインタフェースオブジ
ェクトはまた、主な地図画像８０５内に（またはそれに関連して）含まれてもよく、それ
により、クリックするか、または他の方法で選択される場合、「衛星」ボタンは、図８に
表した図形種類の地図画像８０５を同じ領域の対応する衛星写真で置き換える。
【００６６】
サーバ側アーキテクチャおよび地図タイルの生成
　一実施の形態では、地図は、地図画像の予め描画した「タイル」の１セットをブラウザ
において一緒にまとめることによって表示される。これらの地図タイルは、オフラインフ
ェーズで、所定数（例えば、１５）の分離したズームレベルのそれぞれでカバーされる地
理的領域全体の非常に大きい地図を描画し次いで、これらの地図をタイルに切り分け、そ
してタイルを適切な画像フォーマット（例えば、ＧＩＦ）にエンコードすることによって
作成される。予め描画したタイルは、１セットのサーバからの静的画像として提供される
。例えば、米国大陸全体をカバーするために、数億ものタイルが必要とされ、タイルのた
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めの合計ファイルサイズは数百ギガバイトもの程度のデータである。要望に応じて基調を
成すデータから地図画像を描画する代わりに、地図全体がセクション（タイル）で予め描
画され、適切なタイルが必要である場合にクライアントへ送られる。従って、一般的に、
所与の地図タイルが、クライアントへ一度のみ送信される必要がある。この手法は、従来
のシステムより信頼性があり、より早く、そして必要とする帯域幅はより狭い。
【００６７】
　従って、ユーザにとりトランスペアレントであるオフラインプロセスにおいて、地図シ
ステムでカバーされる領域全体の１セットの大きい連続した予め描画したラスタ画像が生
成される。そのような１セットのラスタ画像は、例えば、街路から国のレベルの範囲に及
ぶズームレベルのそれぞれについて提供される。結局ユーザのウェブブラウザで組立てら
れ、表示される（図８に示すような）それぞれの地図画像８０５は、これらの大きい所定
のラスタ画像の１つの（普通には長方形の形状にされる）サブ領域に一致する。代替とし
て、地図画像の境界は、地図画像を取巻く背景と合う、つまり溶け込む地図画像の境界上
へ画像を重ね合わせることで異なる形状に見えるよう（例えば、図８に示すように角を丸
めた長方形）に変更してもよい。
【００６８】
　一実施の形態では、ズームレベルは、０からＺまで番号付けられ、０は街路のレベルに
最も近いレベルを、Ｚは街路のレベルから最も遠く離れたレベルを表す。興味のある領域
内の任意の緯度／経度（「緯／経」）点が、原点つまりオリゴ（例えば、連続した米国の
地理的中心）として指定および定義される。そこで、それぞれのズームレベルｚで、座標
三重項（０，０，ｚ）が、この原点を含むｚ－レベルのラスタ画像の画素へ割り当てられ
る。ｘ－軸座標が左から右へ延び、ｙ-軸座標が上から下へ延びる標準的なコンピュータ
グラフィックスの規約を用いて、一意の座標三重項（ｘ，ｙ，ｚ）が、それぞれのラスタ
画像のそれぞれの画素へ割り当てられる。
【００６９】
　座標変換ルーチンは、ズームレベルｚを与えられると、緯／経の座標対を適切な（ｘ，
ｙ，ｚ）画素座標へ変換し、またその逆も行う。この変換の詳細は、初回にラスタ画像を
作成することに使用された地図投影によって決まる。
【００７０】
　基調を成す地図情報が大幅に変化する場合にのみ実行される必要がある初期のオフライ
ンフェーズ中に（例えば、数ヶ月ごとに一回）、大きいラスタ画像のそれぞれは、長方形
のタイルに「切り分け」られる。図９に示すように、一実施の形態では、大きいラスタ画
像を地図タイルに生成し切り分けるプロセスは、地図ペインターライブラリ９１０と併せ
たタイルメーカー９０５、および市販のＲＭＥ（「リッチ地図エンジン」）ライブラリ９
１５によって協調的に実行される。数あるタスクの中で、タイルメーカー９０５は、とり
わけラベル配置がかかわっている箇所で、隣接するサブ画像タイルがそれらの共通の境界
線に沿って密接に並ぶことを確保する。当該技術に精通する者に周知の地図投影課題があ
る場合、地図システムでカバーされた領域をより小さい領域に分割し、それぞれを別々に
扱うことが必要かもしれない。
【００７１】
　なお図９を参照して、基調を成す地図データは、地図データ記憶装置領域９２０に格納
される。一実施の形態では、格納された地図データは、Telcontar社（デジタル地図およ
びナビゲーション情報の商用プロバイダ）によってＲＭＦ（リッチ地図フォーマット）フ
ァイルにコンパイルされた市販のNavTechデータを備える。ＲＭＦは、空間的クエリ処理
のために最適化されたコンパクトなバイナリフォーマットであることを当該技術に精通す
る者は認知するであろう。数あるタスクの中で、本発明の一実施の形態は、地図画像を生
成し、経路情報を作成することにこのフォーマットを活用する。ＲＭＦは多次元風にデー
タを組織化する空間的フォーマットであり、それにより現実的に相互に近接した特徴がデ
ータベースにおいてすぐそばに格納される。これは、一旦空間的にフォーマットされたデ
ータセットにある項目が見付かると、すぐ近くの他の項目も比較的容易に見付けられるこ
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とを意味する。データを組織化することに、順次にまたは層で等の多くの他の方式がある
ことを当該技術に精通する者は認知するであろう。なお図９を参照して、一実施の形態で
、タイルメーカー９０５は、地図ペインターライブラリ９１０と通信してタイルを作成す
るための地図データを要求する。地図ペインターライブラリ９１０は、次に市販のＲＭＥ
ライブラリ９１５と通信して地図データ記憶装置９２０からの情報にアクセスする。ＲＭ
Ｅライブラリは、２つ以上の項目の地理的関係を関与させる情報を要求する空間的クエリ
に対応していることを当該技術に精通する者は認知するであろう。例としては、「所与の
領域内で該当する地図特徴は何か？」または「所与の領域内で該当する一定の閾値より高
い優先レベルを有する地図特徴は何か？」である。空間的クエリの結果は、地図ペインタ
ーライブラリ９０５を介してタイルメーカー９０５へ送信され、地図タイルを生成するこ
とに使用される。タイル作成プロセスの結果として得られる地図タイルは、地図タイル記
憶装置領域９００に格納される。
【００７２】
　大きいラスタ画像のいずれかのサブ領域ビューを地図画像８０５としてユーザのウェブ
ブラウザ上に再現するために、一実施の形態では、ブラウザ側のスクリプトは、所望のビ
ューを一緒に完全にカバーする最小セットのタイルのみを必要とする。どのような所与の
実装様態についても、タイルのサイズは、以下のトレードオフを前提として、経験的に確
定できる：（１）より大きいタイルは所与のビューを作成することに必要であるタイルの
合計サイズを（画素およびバイトの両方で）増大させる傾向がある；その一方で、（２）
より小さいタイルは所与のビューを作成することに必要である別々のＨＴＴＰリクエスト
の数を増大させる傾向がある。一実施の形態では、１２８×１２８画素のタイルサイズが
使用され、ＧＩＦフォーマットで格納される。他の実施の形態は、２５６×２５６画素の
タイルサイズを使用し、ＧＩＦ、ＪＰＥＧ、またはＰＮＧフォーマットのいずれかで格納
される。他のタイルサイズおよび画像格納フォーマットは、それぞれの特定の実装様態の
要件次第で使用されてもよい。従って、これらのタイルは、規則正しい正方形グリッドを
形成し、この性質は一実施の形態でシステム実装を容易にする。しかし、当該技術に精通
する者は、クライアント側でのシームレスな組立てを容認するどのような形状およびサイ
ズのタイルへの大きいラスタ画像の他のどのような分割も、本発明の効果を達成するため
に使用されてもよいことを、認知するであろう。
【００７３】
　代替として、サーバ側のデータベースでなく、一実施の形態で、それぞれのタイルは、
例えば下記のような一意のＵＲＬを用いてアクセス可能な別々のファイルに単純に格納さ
れてもよい。
http://<domain>/7/-18/1/-145_12_7.gif
ここで、この例でのディレクトリパス 7/-18/1 は、この例示的事例において (-145,12,7
) に等しいタイル座標だけによって決まる。
【００７４】
　簡単にするために、それぞれのズームレベルｚの第１タイルは、タイルの左上画素が座
標（０，０，ｚ）を有するように配置される。この規則は、それぞれのタイルへの一意の
座標三重項の割り当てを、タイルの左上画素の画素のｘおよびｙ座標をそれぞれタイルの
幅および高さで整数除算することによって容易にする。従って、緯／経の座標、画素の（
ｘ，ｙ，ｚ）座標およびタイルの（ｘ，ｙ，ｚ）座標の合計３つの座標系が利用される。
当該技術に精通する者が認知するであろうように、座標系のこの特定の選定は任意であり
、一実施の形態で使用されるアルゴリズムを説明することを単に補助するように選ばれる
。一般的に、どのような一貫性のある座標系も充分であると考えられる。次に、それぞれ
の画素は一意のタイルに属し、その座標は容易に演算される。
【００７５】
フロントエンドサーバ
　一実施の形態では、フロントエンドサーバ（例えば図７に表すサーバ７１０または図５
のウェブサーバ５１０等）は、ユーザによって発信されたそれぞれのクエリに、JavaScri
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ptで実装されたクライアント側コードでアクセスされるデータを含む隠されたフレームに
対するウェブページを返すことで応答する。従って、フロントエンドサーバ７１０／５１
０は、ユーザのブラウザ上で動いているJavaScriptベースの１セットのプログラムと対話
してダイナミックＨＴＭＬ（「ＤＨＴＭＬ」）コードを生成する。このメカニズムにより
、図８に示す地図ビュー８０５をパンおよびズームする等の、先に説明したユーザインタ
フェース機能は、フロントエンドサーバ７１０／５１０と対話せずにクライアントのコン
ピュータデバイス内で実装できる。代わりに、図５に示すように、クライアントのコンピ
ュータデバイス５０３は、ただ単にタイルサーバ５２０からタイルを必要に応じて要求し
、表示しさえすればよく、タイルサーバ５２０は、図９に関連して上記で説明したように
以前に生成されたタイルのセットを提供する。
【００７６】
　フロントエンドサーバ７１０／５１０の作動の基本モードは、地図表示ページ８００に
ある（図８に示すフィールド８２５等の）テキスト記入フィールド内に記入されたユーザ
のクエリへの応答を提供することである。ユーザがクエリを発信する場合、クライアント
側のJavaScriptコードは、クエリの内容だけでなく地図ビューの現在の状態も含むＨＴＴ
Ｐリクエストを形成し、その情報をフロントエンドサーバ７１０／５１０へ発信し、結果
のページが隠されたｉフレーム（または「仮想ページ」）に表示するように指図する。こ
のメカニズムは、（例えば、ドライブ道案内およびその他の項目のためのオーバレイ等の
マッピングシステムの種々の特徴を含む）マッピングシステムを実装することに必要とさ
れるデータを、主／可視のウェブページを再度読み込む必要なく、しかしブラウザの履歴
および戻る/進むボタンが予想通り作働することをなお有効にしている間に、クライアン
トが受信することを容認し、それによりユーザは、局所検索を行い、例えば次いで、道案
内を入手し、そして局所検索の結果へ復帰するようクリックして戻ってもよい。仮想ペー
ジがクライアントで読み込まれると、主ページ上のJavaScriptは、（１）ＨＴＭＬのタイ
トルを変更すること；（２）検索フォームを変更すること；（３）タイルグリッドにある
ＨＴＭＬのＩＭＧ参照を地図画像に表示されるべきタイルのＵＲＬで置き換えること；（
４）地図表示をパンおよび／もしくはズームすること；ならびに／または（５）地図上に
１つ以上のオーバレイを加えることもしくは置き換えること、によって仮想ページからデ
ータを抜き出し、それに応じて主ページを調節してよい。
【００７７】
　一実施の形態では、以下の種類のクエリが認知され、処理される：
【００７８】
　１）場所クエリ（例えば、「バークリー」）。これらは、単一の地理的場所を含むクエ
リである。そのようなクエリに応答して、フロントエンドサーバ７１０／５１０は、クラ
イアントに、その場所へ地図をパンおよび／またはズームし、表示上でその場所の境界を
マークするように指図する。例えば、一実施の形態で、「点」クエリ（例えば、図８に示
すように、特定の住所に対する）は、要求された場所に対する場所マーカーを含む表示の
結果になり、その一方で、「線」クエリ（例えば、街路番号を特定せずに、特定の都市に
おける特定の街路に対する）は、要求された線がオーバレイとして地図上に強調されてい
る表示の結果になり、そして、「領域」クエリ（例えば、「エニイタウン（随意市）」等
の特定の都市に対する）は、（図２８に示すように）要求された領域がオーバレイとして
地図上に際立たせられている表示の結果になる。
【００７９】
　２）局所検索クエリ（例えば、「ピザ店」、「郵便局」）。これらのクエリは、ビジネ
ス名、カテゴリ、またはその他のセットの検索用語を含むが、地理的場所を含まないクエ
リである。そのようなクエリに応答して、当該技術に精通する者に既知の技法を用いて、
フロントエンドサーバ７１０／５１０は、ユーザの地図ナビゲーションまたは場所を求め
るクエリからの結果の位置決めに基づいて現在の地図ビュー内で（またはその近傍で）ク
エリに一致するビジネスを検索し、クライアントのコンピュータデバイス５０３に、結果
を地図画像８０５上に１セットの場所マーカー８４５／８５０として、選択肢でそれぞれ
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のマーカーが象徴している検索結果を記述する、地図画像８０５に付随した、地図凡例と
並んで、表示するように指図する。
【００８０】
　３）条件付局所検索クエリ（例えば、「パロアルトにあるピザ店」、「サンフランシス
コ近くのシングルモルトスコッチ店」）。これらは、検索用語および地理的場所の両方を
含むクエリである。そのようなクエリに応答して、フロントエンドサーバ７１０／５１０
は、クライアントのコンピュータデバイス５０３に、表示された場所へパンおよび／また
はズームし、その場所内またはその周りで見付けられた検索結果を表示するよう指図する
。代替として、クエリに含まれる地理的情報は緯／経点へ変換され、局所検索がこの１セ
ットの緯／経点に対して導かれ、その後に局所検索の結果にある全ての場所が地図画像上
に表示されることを確保するようにズームレベルが設定される（「ニューヨークにある大
きな寿司店」の検索を仮定して、結果の表示に対する図２４を参照）。
【００８１】
　４）ドライブ道案内クエリ（例えば、「サンフランシスコからニューヨークまで」、「
自宅から仕事場まで」、または「カリフォルニア州、ロサンゼルス、メインＳｔ．１２３
から、カリフォルニア州、パロアルト、ユニバーシティＡｖｅ．８０１まで」）。これら
は、２つの区別できる地理的場所を含むクエリである。先に説明したように、そのような
クエリに応答して、一実施の形態で、フロントエンドサーバ７１０／５１０は、経路情報
を、文章の曲がり角ごとの道案内と共に、クライアントへ送信でき、クライアントは次い
で、地図画像８０５に強調されたオーバレイ進路として経路を表示してもよい。先にも、
説明したように、ユーザは、（例えば、特定のドライブ手引きをクリックするか、または
他の方法で選択することで）経路の一部分を拡大することによって文章の道案内と対話し
て、追加の文章のまたはグラフィカルな詳細を取得してもよい。
【００８２】
　フロントエンドサーバ７１０／５１０は、クエリ分類器に基づいて選択される数多くの
様々な論理的制御フローとして実装できる。クエリ分類器は、クエリが検索用語、地理的
場所識別子、および文字の文章を含む成分部品へのクエリ文字列の分解の仕方を定義する
１セットのテンプレートを取る場所抽出器を含む。例えば、「{QUERY} {STANDALONE_CITY
}」等のテンプレートは、ユーザによって単に「ピザパロアルト」として記入されたクエ
リに一致することになり、カリフォルニア州、パロアルトの中心部近傍の「ピザ店」を検
索する結果になる。場所抽出器は、街路名、都市名等の種々の種類の１セットの場所の名
前から成る比較的大きいデータベースへのアクセスを有する。
【００８３】
　一実施の形態では、図１０に示すように、フロントエンドサーバ７１０／５１０は、ま
た、ジオコーディング／ジオマップ(geomap)サーバ１０１０を含み、それは体系的でない
場所を、体系的場所に加えて図８の地図画像８０５上にマークできる地理的点／線／領域
に変換する。図１０にも示すように、ジオマップサーバ１０１０は、掘り下げ(drill-dow
n)サーバ１０１５、地図データ記憶装置領域９２０、場所データサーバ１０００、および
局所検索サーバ１０１０と協調的に通信して、番地、街路、交差点、興味のある点、都市
、近隣、郵便番号、郡、首都圏、州等（だけでなくそれらの国際的に同等なもの）の地理
的特徴を処理する。番地等の点特徴について、変換の結果は、単一の（緯度、経度）点で
ある。街路等の線の特徴について、および都市等の領域の特徴について、変換の結果は、
ポリライン（例えば、街路について）、またはポリゴン（例えば、都市について）のいず
れかであり、それはこれらの特徴のそれぞれを定義する。代替として、変換の結果は、単
純に、軸合わせした境界付けボックスであってもよい。
【００８４】
　図１０に、また、示すように、一実施の形態では、フロントエンドサーバ７１０／５１
０は、また、所与の地理的場所での、またはその周りの検索結果を見出すための局所検索
サーバ１００５を含む。「パロアルトにあるピザ店」等の組合せたクエリについて、局所
検索サーバ１００５は、実行する前にジオコーディング／ジオマップサーバ１０１０の結
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果を受信することを待ってもよい。デジタルマッピングシステムについて、順応性のある
場所絞り込みの定義および距離平準化の概念を有する局所検索サーバ１０１０内で局所検
索の採点アルゴリズムを実装することが望ましい。ユーザは、所与の１セットのクエリ用
語に一致するビジネスを現在の地図ビュー内で有利に検索できなくてはならない。これは
、局所検索コードがただ中心点と半径だけの代わりに最小と最大の緯度および経度座標の
形体を有する絞り込みを容認することを必要とする。幾らかの程度の距離平準化が、一般
的に必要である。換言すれば、地図表示の厳密な中心での結果が、表示ビューのほかのど
こかの結果より高い得点となってはならない。例えば、「パロアルトにあるピザ店」を検
索して、２店のパロアルトピザ店営業所が、一方が他方よりパロアルトの中心部にたまた
ま近いために異なる得点となってはならない。
【００８５】
　一実施の形態では、「ドライブ道案内」クエリがフロントエンドサーバ７１０／５１０
で認知される場合、フロントエンドサーバは、起点および目的地の住所を１セットの簡単
な曲がり角ごとの道案内だけでなく経路に沿った（緯度、経度）座標を指定するポリライ
ンに変換する。フロントエンドサーバ７１０／５１０は次いで、経路全体に沿ったベクタ
ー情報を含む１セットのポリラインと並んで、曲がり角ごとの道案内をクライアントのコ
ンピュータデバイスへ（例えば、vPageにある）ＸＭＬを用いて送信してよい。一実施の
形態では、１セットのポリラインをクライアントへ送信する前に、フロントエンドサーバ
は、クライアントへ送信されるグラフィカルデータ点の合計数を（例えば、当該技術に精
通する者に周知の幾何学的操作を用いて、ポリラインのフルセットに対して削除した場合
に１または２画素等の一定の所定の閾値以下のエラーの結果になるいずれかのデータ点を
１セットのポリラインから削除して）低減し、それぞれの非削除のデータ点をその点が視
覚的に妥当になるズームレベルを定義する「グループ」へ割り当てる（例えば、グループ
「Ａ」にあるデータ点は、各ズームレベルで表示されることを必要とすることがあり、そ
の一方で、グループ「Ｂ」にあるデータ点は、ズームレベルが都市のレベルのビュー以下
の精細さに相当するズームレベルを通り越して増大されるまで表示されることを必要とし
ない等）。
【００８６】
　一実施の形態では、ユーザがドライブ道案内クエリを記入した後に、地図画像８０５は
、選択された経路全体の概観を表示する。ユーザは次いで、経路の一部を拡大し、より詳
細なビューを入手してもよい。
【００８７】
　一実施の形態では、課金メカニズムが、ユーザによってリクエストされた地図ビューの
数の経過を把握するために、例えば、地図ビューに関してユーザ訪問の地図領域の合計量
の経過を把握するために実装される。図８を参照すると、先に述べたように、課金点８６
０は、地図画像の中心で定義される(とはいえ、課金点８６０は普通には地図画像８０５
上で可視でない特徴である）。従って、例えば、地図画像８０５が幅４００画素および高
さ４００画素で定義された領域を備える場合、他の課金点は、水平および垂直の方向に４
００画素の間隔で定義される（それによって課金点グリッドを作成する）。従って、一実
施の形態では、各地図ビューは、少なくとも１件のトランザクションを含む。ユーザがパ
ン操作を始動する場合、課金点グリッドは地図と並んで「移動」し、新規の課金点が地図
ビューの中へ入る場合にはいつでも追加の課金トランザクションを発動する。例えば、ユ
ーザが地図画像を２００画素だけ右へパンする場合、新規課金点がビューへ入り、新規ト
ランザクションを発動する。一実施の形態では、新規トランザクションはまた、所与のズ
ームレベルでこれまで不視であった地図領域を表示するズーム操作の結果としても、発動
されることになろう。トランザクションは、一実施の形態で、クライアントによってフロ
ントエンドサーバ７１０／５１０へ報告され、フロントエンドサーバは、全てのユーザか
らのトランザクション情報を収集し、それを地図情報の商用プロバイダとの契約上の目的
に使用する。
【００８８】
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クライアント側のアーキテクチャおよびアルゴリズム
　本発明の実施の形態は、先端的なウェブブラウザで利用可能な広範囲の技術を用いて実
装されてもよい。幾つかの実施の形態の共通の図形的特徴は、１セットの地図タイルを「
クリッピング形状」の後ろに組立てる能力である。加えて、ユーザのコンピュータデバイ
ス５０３でのホスト技術は、表示レイアウトへの適度に効率の良い動的な変更を容認する
はずである。クライアントのウェブブラウザは、ちらつきを回避するように二重バッファ
型の（または同様の）表示を用いてかかる動的な変更を実行する方が好ましいが、必須で
はない。例えば、ＤＨＴＭＬは、二重バッファ型表示エンジンを使用する。ＤＨＴＭＬを
使用する一実施の形態では、ブラウザは、ユーザの入力、ＨＴＴＰの完了および時間切れ
等のイベントに応答してスクリプト機能を実行する。スクリプト実行中にウェブページに
対してなされた全ての変更は、少なくとも論理的に、画面外のバッファに記録され、それ
はスクリプトが制御をブラウザへ戻す場合に表示される。
【００８９】
　下記でより詳細に説明するように、一実施の形態に従うクライアント側アルゴリズムは
、一般的に地図タイルレイアウトへ１セットの変更を成すことによって進行し、次いでこ
れらの変更によって定義された新規のフレームを表示するようにホストシステムに要求す
る。一実施の形態では、クライアント側での地図表示機能は、以下のとおりのＨＴＭＬコ
ードで実装されてもよい：
　　　　<div id="mapView" style="position: relative; overflow: hidden;">
　　　　　　　　<div id="mapDiv" style="position: absolute;">
　　　　　　　　　　　<table id="mapTable"><tbody>
　　　　　　　　　　　　　　　<tr><td><img src="images/bg.gif"></td>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ...
　　　　　　　　　　　</table>
　　　　　　　　</div>
　　　　</div>

この実施の形態では、サイト上のJavaScriptコードが、mapTableの <img> 要素にある適
切な地図タイルを配置することによって、およびmapDivをmapViewに対して移動させるこ
とによって地図をパンおよびズームする。従って、この実施の形態でのクライアント側ア
ルゴリズムは、２つの主要な図形要素を実装する。第１要素は、（普通には長方形の）「
クリッピング形状」であり、それを通してユーザは地図画像８０５を見ることになり、そ
れはユーザの地図ビューの形状を定義する。単に一実施の形態でのクライアント側アルゴ
リズムを明らかにするだけの目的で、クリッピング形状の任意の画素が、その原点として
割り当てられる（例えば、長方形のクリッピング形状の事例では左上の画素）。第２の要
素は、クリッピング形状より大きく、それの背後に配置されるタイルのグリッドであり、
それによりクリッピング形状を共用するグリッドの一部のみがユーザにとって可視である
。一実施の形態のこの検討の残部について、このグリッドは長方形であり、このグリッド
がサイズを変更するのはクリッピング形状がそうした場合およびその場合のみであること
を想定するものとする。この性質が当てはまらない場合には本明細書で検討したアルゴリ
ズムの変形が存在することを当該技術に精通する者は認知するであろう。
【００９０】
　一般的に、クリッピング形状は、ウェブブラウザのウィンドウ８００に対して固定され
たままであり、それに反して、本発明の態様に従うクライアント側のスクリプトは、とり
わけ地図画像８０５をパンするようにタイルグリッドの場所をクリッピング形状に対して
移動させることになる。図１１は、これらの２つの要素を示す一方で、図１２は、ウェブ
ページ上への表示のためにクリッピング形状を通してタイルグリッドを処理する結果を表
す。図１１に示すように、５×５の正方タイルグリッド配列１１００は、２５の個々のタ
イル（そのそれぞれが赤い境界の線で定義される）を備える。正方クリッピング形状１１
１０（黒い長方形として示す）は、クライアントのウェブブラウザ上に地図画像として表
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示されることになるタイルグリッドのサブセットを定義する。図１２には、「クリップさ
れた」タイルグリッド配列１２００が、クリッピング形状の境界と連続している境界とと
もに、表示されている。先に述べたように、図８に示す地図画像８０５も、より大きいタ
イルグリッド配列の、クリッピング形状と対比された結果である。図１３は、基調を成す
タイルグリッド座標およびクリッピング形状１３０５を示し、それは図１１および図１２
に示すもの等の１セットの表示された画像に対応する。図１３には、５×５のタイルグリ
ッド配列１３００内の２５のタイルのそれぞれが一意の１セットのタイル座標によって表
されている。
【００９１】
　一実施の形態では、クリッピング形状は、固定サイズの３００×３００画素の長方形で
あり、図８に示すようにウェブページ８００の中心に位置決めされる。クリッピング形状
は、一実施の形態で、style "overflow: hidden; position: relative" およびid "mapVi
ew" を持つDIV要素として実装される。タイルグリッドは、固定サイズの５×５のタイル
である。それは、id "mapTable" を持つTABLE要素として実装される。mapTableの２５TD
の子供達のそれぞれは、単一のIMG要素を含み、それによりタイルを配置することは単にI
MG要素のSRC属性を適切に変更することを伴う。mapTable要素は、id "mapDiv" および st
yle="position: absolute" を持つDIV要素の子供である。mapViewおよびmapDivのPOSITIO
Nスタイルは、mapDivのLEFTおよびTOPスタイルを単に変更するによってタイルグリッドを
クリッピング形状に対して移動させることを可能にする。
【００９２】
　一般的に、クリッピング形状のサイズに比べてタイルグリッドのサイズは、下記で説明
する種々の実装要因に依存してよい。大まかに言えば、（画素で）クリッピング形状の（
幅および高さの両方で）少なくとも２倍のサイズであるタイルの最小のグリッドが、使用
されてもよい。また、実装様態の選定次第で、ユーザがクリッピング形状のサイズまたは
形状を変更する場合に、タイルグリッドのサイズを動的に変更することが必要かもしれな
い。
【００９３】
　以下の例示的な検討の目的で、ＡおよびＢは、タイルグリッドの（タイルの観点におけ
る）それぞれ幅および高さを表す。タイルグリッドにおけるそれぞれの位置は、座標の対
（ａ，ｂ）を割り当てられ、左上の位置が座標（０，０）を有し、右下の位置が座標（Ａ
－１，Ｂ－１）を有する。計算中に、タイルグリッドの外側に該当する位置（ａ，ｂ）へ
の参照が成されてもよく、ここで、ａ＜０もしくはＡ≦ａ、またはｂ＜０もしくはＢ≦ｂ
である。
【００９４】
　一実施の形態で作成されたそれぞれの地図画像では、クリッピング形状とタイルグリッ
ドとの間の共用部分は、フルクリッピング形状に等しいことになり、それにより地図タイ
ルのみがクリッピング形状によってユーザへ公表される。この文書の残部において、この
事実は「共用部分条件」と命名される。
【００９５】
　上記の想定および定義を適所に置き、クリッピング形状の原点で公表された地図画素の
画素座標三重項（ｘ，ｙ，ｚ）によってどのような地図ビューも一意的に照会できる。
【００９６】
初期化およびキャッシュ格納
　一実施の形態では、ユーザが当初の地図ビュー（ｘ，ｙ，ｚ）を要求したと想定し、更
に、対応する地図画素（ｘ，ｙ，ｚ）がタイル（ｘｘ，ｙｙ，ｚ）に属することを想定す
ると、クライアント側のスクリプトは以下のように進行する。第１に、タイルグリッドが
共用部分条件に違反しないどのような様式でもクリッピング形状に対して配置される。第
２に、（ａ，ｂ）がその時点でクリッピング形状の原点を含むタイルグリッドの位置とし
て定義される。第３に、クリッピング形状を共用するタイルグリッドにあるそれぞれの位
置（ａ＋ａ'，ｂ＋ｂ'）について、タイル（ｘｘ＋ａ'，ｙｙ＋ｂ'，ｚ）が配置される。
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第４に、そして最後に、結果として得られたフレームが表示される。
【００９７】
　一般的に、タイルをともかくタイルグリッド位置に配置することは、一般的にブラウザ
にタイルがブラウザのキャッシュに存在するか否かを最初に点検させることになり、存在
しない場合、必要であるタイルを求める適切なＨＴＴＰリクエストを発行させる。所与の
実装様態の特定のホスト技術次第で、このＨＴＴＰリクエストは、同期してまたは非同期
で実行されてもよい。本発明の実施の形態は、ウェブブラウザに個々のタイルをローカル
でキャッシュに格納するように仕向けることで性能を改善する。従って、ブラウザ側のス
クリプトがブラウザに特定のタイルを表示するように命令する場合、ブラウザは、タイル
がブラウザのキャッシュに既に存在しない場合のみＨＴＴＰサーバからタイルを要求する
ことになる。このようにして、本発明の実施の形態は、重複した像を含む別々の地図ビュ
ーから、これらの別々のビューが異なるブラウザセッションに属する場合でさえ、恩恵を
得る。確かに、一旦ユーザが領域をオンラインの間に見た後に、ユーザのブラウザで既に
キャッシュに格納されたタイルのみが必要である限り、ユーザは、その同じ領域をオフラ
インの間に、見ることができる。
【００９８】
　この効果を達成するために、クライアント側のスクリプトは、一実施の形態で、タイル
の座標三重項のみによって決まるＵＲＬ（「Universal resource locator」）によってそ
れぞれのタイルを別々に識別する（例えば、http://somedomain.com/tiles?x=0&y=0&z=0
）。一般的に、ウェブブラウザは、それぞれのタイルを含むＨＴＴＰ応答に含まれる期限
切れ時間を使用することによって、および／または、ブラウザのキャッシュにあるタイル
の直前に改変された時間をサーバ側上のタイルの直前に改変された時間と対比することに
よって、自身のキャッシュを管理する。これらの２つの方法の後者は、キャッシュに格納
されたタイルが使用されるべき場合でさえいくぶん費用の掛かるＨＴＴＰリクエストを必
要とするので、タイルを送信するＨＴＴＰサーバは、以下のトレードオフを前提として経
験的に確定された非常に長い時間切れ期間を報告するように構成されてもよい。一方では
、より長い期限切れ期間は、正しくキャッシュに格納されたタイルのために必要であるＨ
ＴＴＰリクエストの数を最少限する傾向がある。他方では、より短い期限切れ期間は、大
きい地図入力ラスタが変化する場合、新規のタイルをウェブブラウザへより早く発効させ
る（それは、実地面で、新規の道路建設を補正することに、またはラスタを作成する地図
描画システムシステムへの改善を活用することに発生することがあろう）。
【００９９】
　代替として、実装様態は、バージョン番号をタイルのＵＲＬへ加えてもよく（例えば、
http://www.somedomain.com/tiles?x=0&y=0&z=0&v=1.0）、期限切れ日付をできる限り将
来まで報告するようにタイルを送信するＨＴＴＰサーバを構成し、そして、新規のタイル
が発効を必要とする場合のみ新規タイルのバージョン番号をブラウザ側のスクリプトへ送
信する何らかの他の手段を用いてもよい。この代替のシステムは、既に正しくキャッシュ
に格納されたタイルのためにブラウザによって発行されるＨＴＴＰリクエストを最少限に
する一方で、新規タイルがキャッシュに格納された古いタイルの代わりに使用されるべき
場合に全面的な制御を与える。しかし、この代替は、ブラウザのキャッシュにおいて新規
タイルが古いタイルを置き換えるものではないので、ブラウザ側でより多くのディスク容
量を使用する傾向が確かにある。本発明の実施の形態は、タイルをサーバからウェブブラ
ウザへ転送することにとりわけＨＴＴＰの使用に依拠しないことに注目されたい。ブラウ
ザが対応している他の転送プロトコル、例えばＨＴＴＰＳまたはＦＴＰ等が、代わりに使
用できる。当該技術に精通する者が認知するであろうように、それぞれの転送プロトコル
は、僅かに異なった手法を要求してタイルをキャッシュに格納することがある。本発明の
実施の形態は、また、最新のパンおよびズーム操作に基づいて発見的アルゴリズムを実装
してもよく、近い将来に必要でありそうであるタイルを予測し、これらのタイルをブラウ
ザのキャッシュへ転送することにアイドルタイムおよび／または帯域幅を使用する。代替
として、アイドルタイムおよび/または帯域幅は、現在は可視でないタイルグリッドにお
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ける位置を更新すること、および／またはユーザが単一レベルのズームの移行を要求する
ことになるとすれば必要であろうタイルを要求することに専念してもよい。
【０１００】
　図１４は、地図タイルをウェブブラウザへ送信し、タイルをウェブブラウザにローカル
でキャッシュに格納するための一実施の形態のフローチャートを示す。ステップ１４００
で、クライアントは場所の候補を受信する（例えば、ユーザは地図を作成するべき場所を
図８に示すテキスト記入フィールド８２５内に記入し、そのあと図８の検索ボタン８３０
を選択してもよい）。次に、ステップ１４０５で、クライアントのコンピュータデバイス
は、場所の候補を場所サーバ（例えば、図１０に示す場所データサーバ１０００、図５に
示す場所データサーバ５２０、または図７に示すサーバ７１０）へ送信する。場所サーバ
は次いで、場所の候補をステップ１４１０で解析し、場所データの生成の結果になる。ス
テップ１４１５で、クライアントは、この場所データを場所サーバから受信し、ステップ
１４２０で、クライアントは、受信した場所データを用いてタイルリクエストを作成する
。タイルリクエストにあるそれぞれのタイルについて、クライアントは、要求したタイル
が既にローカルで格納されているか否かを判断する。具体的には、ステップ１４２５で、
クライアントは、要求したタイルが既にローカルで格納されているか否かを判断する。
【０１０１】
　タイルが既にローカルで格納されている場合、ステップ１４３５で、クライアントはそ
のローカルメモリからタイルを取り出す。代替として、タイルが既にローカルで格納され
ていない場合、ステップ１４３０で、クライアントはタイルをサーバ（図５に示すタイル
サーバ５１５等）から取り出す。ステップ１４４０で、タイルがローカルまたは遠隔のタ
イル記憶装置のいずれかから取り出されると、要求したタイルが表示される。次に、ステ
ップ１４４５で、次のタイルリクエストが決定される。さらに多くのタイルがリクエスト
内に残っている場合（ステップ１４５０で行われる判断）、プロセスのループはステップ
１４２５へ戻り、ここで新規に要求したタイルが既にローカルで格納されているか否かに
関して判断が行われる。代替として、それ以上タイルがリクエスト内に残っていない場合
、プロセスはステップ１４５５で終了する。
【０１０２】
　多くのターゲットホスト技術は非同期のＨＴＴＰリクエストへのアクセスを供与してい
ることに注目すべきである。この特徴は、クライアント側のスクリプトがパン移行中にタ
イルをタイルグリッドに配置することを容認し、そこでタイルが実際に到着する前にタイ
ルグリッドの移動を開始し、従って、一時的に間違ったタイル（または、代替として、空
きスペースつまり空白タイル）をユーザへ表示する。一般的に、所与の実装様態の特定の
要件次第で、そのような非同期性は、地図を移動させる前に全ての新規のタイルが到着す
ることを常に待つことに起因することがある非常に長い待ち時間にとって好ましいと見な
されてもよい。幾つかの実施の形態では、非同期のリクエストを発行する前に、タイルグ
リッドにある古いタイルを地図の背景色と同一色である（そしておそらくだいたい常にブ
ラウザのキャッシュにある）静的タイルで置き換えることが有益であることもある。代替
として、より複雑な実装様態では、全ての新規のタイルの到着またはやや短い時間切れ期
間の期限切れのいずれか（のどちらか早く発生すること）を待ってから地図の移動を開始
する。かかる実装様態では、同一色のタイルは時間切れの事例のみに使用されることにな
ろう。
【０１０３】
オーバレイ
　一実施の形態に従うと、基本の地図画像の域を超えた全ての追加の情報（例えば、ドラ
イブ経路、特定の場所）は、オーバレイとして描画でき、クライアント側上で地図の上に
配置できる。この手法は全ての追加の情報に使用でき、それは、サーバが要望に応じて特
定の追加の情報でいずれの地図も描画する必要がないことを意味する。オーバレイは、例
えば、場所マーカーおよび経路を表示すること、ならびに街路および特定の領域を強調す
ることに使用できる。当該技術に精通する者が認知するであろうように、オーバレイは種
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々の方式で（例えば、画像またはベクターにより）実装されてもよい。例えば、クライア
ント側のJavaScriptが、ＨＴＭＬ要素を地図表示の上に配置してもよい。先に説明したコ
ードの断片の観点で、全てのオーバレイ要素はmapDivに配置されてもよく、それによりそ
れらはmapDivが移動される場合に地図と共に自動的に移動する。これらのオーバレイ要素
の幾つかは、ウェブページが最初に読み込まれる場合に、既にＨＴＭＬコード中に（styl
e="display:none"で）あることがあり、その一方で、その他はJavaScriptコードにより後
で追加されてもよい。
【０１０４】
　図１５は、ドライブ道案内をオーバレイとして地図画像上へ表示するために一実施の形
態に従い使用されてもよいフローチャートを図示する。ステップ１５００で、クライアン
トは、ユーザから既に説明した様式でドライブ道案内を求めるリクエストを受信する。ス
テップ１５０５で、クライアントは、要求された旅程情報を場所サーバへ送信する。ステ
ップ１５１０で、場所サーバは、フロントエンドサーバ機能の説明に関連して先に説明し
たように、旅程情報を解析する。ステップ１５１５で、クライアントは、先に説明したよ
うに、文章のおよび地理的な旅程データを場所サーバから受信する。ステップ１５２０で
、クライアントは、オーバレイのドライブ道案内経路軌跡を地図画像上へ表示することに
必要とされるベクターを決定する。ステップ１５２５で、クライアントは、先に説明した
ように、図１４のフローチャートに従って基本の地図画像を描画する（このステップが既
に行われていない場合）。一実施の形態では、ステップ１５２８で、クライアントは次い
で、ドライブ道案内経路軌跡をオーバレイとして基本の地図画像上へ描画する。別の実施
の形態では、ステップ１５２８へ進行する代わりに、ステップ１５３０で、クライアント
は、ステップ１５２０でクライアントによって計算されたベクター情報に基づいて、場所
サーバから旅程画像オーバレイを要求する。この実施の形態では、ステップ１５３５で、
場所サーバが、旅程画像を作成し、それをクライアントへ送信する。最後に、この実施の
形態ではステップ１５４０で、クライアントが、最終的な旅程画像を地図画像上へ重ね合
わせる。オーバレイのドライブ道案内を持つ例示的な表示した地図画像を図２６に示す。
【０１０５】
　幾つかの実施の形態では、特定のウェブブラウザ（例えば、Mozilla／Firefox）は、上
記で説明したようなベクターグラフィックスを描画する能力がないことがある。そのよう
な実装様態では、図１０に示すジオマップサーバ１０１０等の資源が、（例えば、１セッ
トのドライブ道案内に関連するポリラインに対する）オーバレイのビットマップ画像を生
成してよく、そこでブラウザは、この透明な画像を地図画像上へ複合してよい。この例で
はブラウザがジオマップサーバ１０１０から直接的にこの画像を要求するために、リクエ
ストはプロトコルバッファの代わりにＵＲＬを介している。線の幅および色は、ジオマッ
プサーバ１０１０へのコマンド－線の選択肢として指定されてもよい。
【０１０６】
パン操作
　一実施の形態では、地図画像のパン操作は、以下のように実装されてもよい。第１に、
ユーザが１つの地図ビュー（ｘ，ｙ，ｚ）から新規の地図ビュー（ｘ'，ｙ'，ｚ'）へ同
じズームレベルでのパンを要求したと推定し、パンがｎフレームにわたり動画的にされる
べきことを推定する（ここで、ｎ＝１は、古いビューから新規ビューへの切替えが単一ス
テップで行われることを示し、その一方で、ｎの高い値は切替えが滑らかな動画的のパン
として提供されるべきことを示す）。更に、２つの地図ビューが、ｘおよびｙ軸の両方に
沿って、２つのビューの間の距離に加えてクリッピング形状のサイズがタイルグリッドの
サイズより（画素で）小さいという意味で、タイルグリッドのサイズに比べて相互に「近
い」ことを想定する。
【０１０７】
　上記の想定および定義を念頭に置いて、タイルグリッドの「下へ回転」の操作は、一番
下の行を取り、それを一番上の行にすることと定義され、そこで残った位置がそれらの古
い場所をクリッピング形状に対して保持するように、結果として得られるグリッドを配置
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する。同じように、「上へ回転」は一番上の行を一番下の行にすることと定義され、「左
へ回転」は左の列を右の列にすること、そして最後に「右へ回転」は右の列を左の列にす
ること、と定義される。これらの回転操作は、タイルグリッドを移動させることが、そう
しなければ共用部分条件に違反することになろう事例に使用される。勿論、同じ効果を（
例えば、グリッドにあるそれぞれのタイルを１つの場所だけシフトすることで）達成でき
るであろう他の様式があるが、しかし上記の操作上の定義が効率的であると分かった。ク
ライアント側のスクリプトは、従って、以下のように進行する。第１に、(dx,dy)=(x,y)-
(x',y')とし、(a,b)をその時点でクリッピング形状の原点を含むタイルグリッドの位置と
する。第２に、１とｎの間のいずれかの整数ｉについてi*(dx,dy)/nのオフセットだけタ
イルグリッドが移動された場合にクリッピング形状で共用することになろうそれぞれの位
置(a+a',b+b')について、タイル(xx+a',yy+b',z)を位置((a+a')mod A,(b+b')mod B)に配
置する。第３に、必要な場合、共用部分条件がタイルグリッドを(dx,dy)のオフセットだ
け移動させることによって違反しなくなるまでタイルグリッドを回転させる。第４に、１
とｎの間のそれぞれのｉについて、タイルグリッドを(dx,dy)/nのオフセットだけ移動さ
せ、結果として得られるフレームを表示する。ホストシステムの効率次第で、フレーム間
で幾らかの時間一時停止することが必要になることがある。このプロセスにおける第２お
よび第３のステップの順番は逆にしてもよいことを当該技術に精通する者は認知するであ
ろう。また、ｎが１に等しいと想定することによる第２ステップにおける僅かな緩和は、
ほとんど正しい提供の結果になろう（とはいえ、幾つかの中間のフレームはパンが水平で
も垂直でもない場合に少しのタイルを欠落することがある）ことに注目されたい。また、
上記のプロセスは連続した地図画像に沿って滑らかなパンを提供することを当該技術に精
通する者は、認知するであろう。
【０１０８】
　図１６は、一実施の形態に従い地図画像のパン操作を実行するためのフローチャートを
表す。ステップ１６００において、クライアントは、（例えば、図８に示すような方向制
御オブジェクト８１５の起動によって）パンイベントを示すコマンドをユーザから受信す
る。ステップ１６０５で、クライアントは、基調を成す地図タイルに対してクリッピング
ビューアを実質的に移動させる。そこで、ステップ１６１０で、クライアントは、パン操
作の結果として新規に必要であるタイルの場所を決定する。これが決定されると、ステッ
プ１６１５で、クライアントは、この場所データを用いて、タイルリクエストを作成する
。最後に、ステップ１５２５で、クライアントは、図１４に示し、先に説明したプロセス
に従い、必要とされるいずれのタイルも取得する。
【０１０９】
　図１７から図２１は、一実施の形態に従いクリッピング形状の幅の１／３だけ西へパン
する例示的プロセスを示す。図１７は、先に説明したプロセスの第２ステップでタイルが
更新される前の地図画像およびタイルグリッドの状態を描出し、その一方で、図１８は、
この更新が完了した後の状態を表す。図１９は、先に説明した第３ステップに従い１つの
「右へ回転」操作が実行された後の状態を描出し、その一方で、図２０は、第４ステップ
で数フレームが表示された後の状態を表す。最後に、図２１は、パン操作プロセスが完了
した後の最終状態を表す。
【０１１０】
　より大きいグリッドは、上記のプロセスを用いて一般的により長いパンが滑らかに提供
されることを容認することを当該技術に精通する者は認知するであろう。一実施の形態で
は、クリッピング形状のサイズの２倍より僅かに大きいグリッドを使用する実装様態の選
定は、現在の地図ビューのサイズまでの滑らかなパンを容認する。タイルグリッドのサイ
ズを増大させることなくより長いパンを実行するために、パン操作全体が、単純に一連の
より小さいパン操作に分割されてもよいが、この手法は僅かに滑らかでない提供の結果に
なることがある。
【０１１１】
　上記のパン操作アルゴリズムは、動画の第１フレームでさえ提供する前に全ての必要な



(29) JP 5592594 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

タイルを更新する。この手法は、ユーザがリクエストをする時間と地図が実際に開始する
時間との間に少し待ち時間を導入することがある。これを克服するために、実装様態は、
ｎ－フレームのパンを、たとえばｎ回の別々の１－フレームのパンに分割することを選ん
でもよい。しかし、ただこの技法のみでは、それぞれのフレームを作成する作業量は更新
を必要とするタイルの数で大幅に変動することがあるので、滑らかでない提供の結果にな
ることがある。より洗練された実装様態は、この問題を、将来フレームのために必要であ
るタイルを予測的に更新してフレームの間で更新を必要とするタイルの数を均等にするこ
とによって克服する。
【０１１２】
ズーム操作
　一実施の形態では、「ズーム操作」は、２つのビュー（ｘ，ｙ，ｚ）と（ｘ'，ｙ'，ｚ
'）との間の移行を称し、ここでｚ≠ｚ'であり、２つのビューに対応する緯／経値はクリ
ッピング長方形のサイズと比べて接近している。以下の検討は、アンカーを含む画素が２
つのビューのそれぞれにおいてクリッピング形状の同じ画素を占有するという意味で、緯
／経「アンカー」の周りに「垂直」であるズーム操作に焦点を当てる。普通には、ズーム
操作のアンカーは、クリッピング形状の中心であることもあろうが、しかしそれは、また
、場所マーカー（例えば図８に示すマーカー８４５等) の緯／経、ユーザによって選択さ
れた画素に対応する緯／経、または地図画像内の他のどのような場所でもあり得よう。パ
ン操作をズーム操作と組合せる移行は幾つかの実装様態で組合されてもよいことに注目す
べきである。
【０１１３】
　一般的に、ズーム操作は、クリッピング形状で共用する各タイルが更新されなければな
らないので、タイル更新の観点でパン操作より高価な操作である。この理由のために、そ
して滑らかに動画的に行うズームは費用の掛かる画像の拡大縮小操作を必要とするために
、一実施の形態は、先に説明した初期化ステップを単に実行することによって、全てのズ
ーム操作を単一のフレームで実行する。
【０１１４】
　以下の検討は、一実施の形態に従いユーザへ滑らかに動画的に行うズーム操作を提供す
る手法を概説し、それは幾つかの例示的ホスト技術（例えば、FlashおよびJavaアプレッ
ト）において実装可能である。簡単にするために、２つのズームレベルｚとｚ'の間の拡
大縮小係数差異が厳密に２であること、ｚ'＝ｚ＋１であること、そしてｎ動画フレーム
にわたる移行を提供することが望ましいことを想定する。この検討において、「最終フレ
ーム」は、上記で説明した初期化ステップを用いて単一フレームで単にズーム操作するこ
とによって作成されることになるフレームを称する。更に、ｓ（拡大縮小係数）が２のｎ
乗根に等しいとする。
【０１１５】
　これらの定義および想定を念頭に置いて、ズーム操作アルゴリズムの一実施の形態は、
以下のように進行する。第１に、最終フレームが組立てられる（が、表示されない）。第
２に、１とｎ－１の間のｉについて：（ａ）最終フレームのために必要であるタイルがｓ
＾（ｎ－ｉ）の係数で拡大縮小される；（ｂ）拡大縮小されたタイルはアンカーが正しく
配置されるように配置される；そして（ｃ）結果として得られるフレームが表示され、適
切な場合一時停止が含まれる。第３に、最終フレームが表示される。
【０１１６】
　代替として、ｚ'＝ｚ－１の場合、現在のビューのタイルが、最終のビューのタイルの
代わりに以下のように拡大縮小されてもよい。第１に、上記のように、最終フレームが組
立てられる（が、しかし表示されない）。第２に、１とｎ－１の間のｉについて：（ａ）
現在のビューのタイルがｓ^(ｉ) の係数で拡大縮小される；（ｂ）拡大縮小されたタイル
はアンカーが正しく配置されるように配置される；そして（ｃ）最終フレームが表示され
、適切な場合一時停止が含まれる。
【０１１７】
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　上記の実装様態の両方の第２ステップ（パート（ａ））において、第２ステップのパー
ト（ｂ）が実行された後にクリッピング形状を通して結局公表されるタイルのためにのみ
拡大縮小が必要とされることに注目されたい。また、第２実装様態の第１ステップは第３
ステップまで延期できることにも、注目されたい。これらの実装様態の両方において、同
じ地理的領域をカバーするのにより高いズームレベルではより少ないタイルが必要である
ので、全ての中間のフレームは、より高いズームレベルのタイルを用いて作成される。よ
り込み入った代替の実装様態は、より低いズームレベルからのタイルを使用することによ
って、または現在および最終のフレームの両方からの拡大縮小されたタイルをアルファブ
レンドすることによって、中間フレームの幾つかを作成することを追求し、「モーフィン
グ」と同様の効果を作成する。また、多数のズームレベルに及ぶズーム移行も、一連の単
一レベルの移行として実装されてもよい。
【０１１８】
　図２２は、一実施の形態に従いズーム操作を実装するための例示的フローチャートを表
す。ステップ２２００で、クライアントは、（例えば、図８に示すように、ズーム制御オ
ブジェクト８２０の起動によって）ズーム動作イベントを受信する。ステップ２２０５で
、クライアントは、ズームした表示の中心を決定する。そこで、ステップ２２１０で、ク
ライアントは、決定された中心の場所データを用いて新規のズームレベルでタイルリクエ
ストを作成する。最後に、クライアントは、図１４に関連して先に説明したプロセスに従
いズームした地図を描画する。
【０１１９】
スライド操作およびジャンプ操作
　以下の検討は、ただ滑らかなズーム操作およびパン操作のみのためには遠過ぎる地図ビ
ューの間の移行を考慮する。例えば、現在の地図は、カリフォルニア州バークリーにある
街路を表示することがあるが、ユーザは、ニューヨーク州のダウンタウンのマンハッタン
にある街路のナビゲーションショートカットを選択するか、またはビューを要求するかも
しれない。この状況への２つの例示的手法が提供され、「スライド操作」および「ジャン
プ操作」と命名される。
【０１２０】
一実施の形態の「スライド操作」手法に従って、クライアント側のスクリプトは、最終ビ
ューを組立て、（普通には別々のタイルグリッドを利用して）それを現在のビュー上へ古
いビューに対して新規ビューの方向から滑らかにスライドさせる。代替として、一実施の
形態の「ジャンプ操作」手法に従って、クライアント側のスクリプトは、最初に縮小し、
そのあとパンし、そして最後に目標のビューをズーム戻しする。クライアント側のスクリ
プトは、最低のズームレベルへ縮小し、それぞれの特定の実装様態の要件にとってパンを
（画素で）十分短くさせる最低のズームレベルでパンを導く。より洗練された実施の形態
は、この「ボックス形状」の動き（すなわち、ズームで上昇、パン、ズームで降下）を滑
らかな曲線形の動きに変換する。「ジャンプ操作」手法は、「スライド操作」手法が必要
とするよりはるかに多大の数のタイルおよびより多くの演算資源を必要とすることを当該
技術に精通する者は認知するであろう。
【０１２１】
サイズ変更
　主として地図ビューの周囲のウェブサイト次第で、ユーザは、地図ビューがサイズおよ
び／または形状を変更することを要求することがある。タイルグリッドのサイズをクリッ
ピング形状のサイズに関係付ける仕方の実装様態の選定に依存して、この要求は、次にタ
イルグリッドのサイズ変更を余儀なくさせることがある。この操作のために幾多の可能な
実装様態があり、以下を含むがそれに限定されない。現在ビューが（ｘ，ｙ，ｚ）である
こと、対応する画素がタイル（ｘｘ，ｙｙ，ｚ）に属すること、そして、クリッピング形
状のサイズ変更はその原点の周りで行われるはずであることを想定する。そこで、第１ス
テップは、クリッピング形状をサイズ変更／形状変更することである。次に、必要な場合
、タイルグリッドのサイズは、共用部分条件に違反しないために必要な最小サイズへ（例
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えば、複数の行を一番下へおよび／または複数の列を右へ加えることによって）増大およ
び移動される。次に、（ａ，ｂ）が今はクリッピング形状の原点を含むタイルグリッドの
位置であるとする。次のステップとして、クリッピング形状を共用するタイルグリッドに
おけるそれぞれの位置（ａ＋ａ'、ｂ＋ｂ'）について、タイル（ｘｘ＋ａ'，ｙｙ＋ｂ'，
ｚ）を配置する。次に、フレームが表示される。最後に、必要な場合、タイルグリッドの
サイズは、タイルグリッドがかさねてクリッピング形状のサイズの少なくとも２倍である
ように、（例えば、複数の行を一番下へおよび／または複数の列を右へ加えることによっ
て）増大される。サイズ変更の移行は、先に説明したように、パンの移行を動画的に行う
のと同じ技法を用いて動画的にできる。また、特定の実装様態のために所望の場合、タイ
ルグリッドを増大させる最終ステップは、タイルグリッドのサイズを増大および移動させ
る当初のステップの中へ組合せてもよいことに注目されたい。原点は上記の検討では任意
に選ばれたこと、およびこの条件が一般的に真であることは当てにできないことを当該技
術に精通する者は認知するであろう。しかし、上記で説明したステップは、当該技術に精
通する者によってこの追加の複雑さを説明するように容易に調整されてもよい。
【０１２２】
場所マーカー
　先に述べたように、一実施の形態に従う場所マーカーは、（情報ウィンドウ等の他のオ
ブジェクトと並んで）、対応する陰影とともに地図画像上へオーバレイでき、それはそれ
らの相対的位置を識別することを容易にする。一実施の形態では、陰影が、あたかも場所
マーカーが地図上に垂直に立っているかのように見えるように描画でき、陰影は４５°の
角度で傾斜され、係数√２で引き伸ばされ、そして垂直面上へ後方に投影される。そのよ
うな陰影は、場所マーカーが三次元様式で地図上に配置されたように見えさせるようにで
き、ユーザが場所マーカーで指向された場所をより正確な様式で識別する助けをし、そし
てまた、多数のマーカーが相互に干渉することを防止する助けもする特徴である。加えて
、場所マーカーは、地図画像上へ重ね合わされたアンチエイリアス処理されたマーカーを
含むアルファチャネルを持つＰＮＧファイルによって表されてもよい。図２３は、本発明
の一実施の形態に従い１セットの場所マーカーを地図画像上へ重ね合わせるための例示的
フローチャートを表す。ステップ２３００で、クライアントは、ユーザから場所に基づく
情報を求めるリクエストを受信する。そこで、ステップ２３０５で、クライアントは、リ
クエストを場所サーバへこれまでに説明した様式で送信する。ステップ２３１０で、場所
サーバはリクエストを解析する。次に、ステップ２３１５で、クライアントは、場所に基
づく情報を場所サーバから受信する。ステップ２３２０で、クライアントは、この情報を
１セットの画素情報へ翻訳する。そこで、ステップ２３２５で、クライアントは、地図画
像上へ重ね合わされるか、または他の方法で配置されるべきマーカーおよび陰影の画像を
（ローカルまたは遠隔の場所サーバからのいずれかで）取り出す。ステップ２３３０およ
び２３３５で（それらは特定の実装様態のために所望される場合には明瞭に逆にできる）
、クライアントは、それぞれ陰影およびマーカーを地図画像上へ（例えば、それらを地図
画像上へ重ね合わせることで）配置する。図２４は、本発明の態様に従う、「ニューヨー
クにある大きな寿司店」を求めるテキストフィールド８２５での例示的リクエストの結果
を表示する、（「Ａ」から「Ｊ」と命名された）多数の重ね合わされた場所マーカーを持
つ例示的地図表示のウェブページを表す。
【０１２３】
　重ね合わされた画像の別の例として、図２７は、本発明の態様に従う重ね合わされたド
ライブ道案内経路軌跡を持つ例示的地図表示のウェブページを表す。図２７は、所望の出
発住所を示すための第１テキスト記入フィールド８２５、終着住所を示すための第２テキ
スト記入フィールド８２８、所望のドライブ道案内に対応する強調された重ね合わされた
経路軌跡２７１０、対応する１セットの文章のドライブ道案内２７３０、ドライブ道案内
の終着点を示す場所マーカー８４５およびその陰影８５５、ドライブ道案内の出発点を示
す同様な場所マーカーおよびその陰影８５５、および、経路に沿った特定の選択された手
引き(例えば、「モフェットＢｌｖｄ．出口を取る」）に対する詳細な地図ビュー２７２
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５を表示する情報ウィンドウ２７２０およびその陰影８５５を含む。同様に、図２８は、
本発明の態様に従う重ね合わされた領域境界軌跡を持つ例示的地図表示のウェブページを
表す。
【０１２４】
　図２９は、本発明の一実施の形態に従い地図画像上へ（図８に示す情報ウィンドウ８４
０およびその陰影８５５等の）１セットの情報ウィンドウを重ね合わせるための例示的フ
ローチャートを表す。ステップ２９００で、クライアントは、場所情報のユーザの選択を
受信する（例えば、ドライブ道案内クエリの結果として生成されたドライブ手引きをユー
ザが選択する場合）。ステップ２９０５で、クライアントは、場所情報に基づいて対応す
るＨＴＭＬコードを作成する。例えば、ＨＴＭＬコードはＸＳＬＴ（Internet Explorer
または他の市販のウェブブラウザで利用可能な共通のスクリプト言語）を用いて場所情報
を含むＸＭＬコードをＨＴＭＬに変換することによって作成されてもよい。作成されたＨ
ＴＭＬコードは次いで、図２６Ａに示すＨＴＭＬテーブル２６０５等のテーブルの中へ挿
入されてもよい。そこで、ステップ２９１０で、クライアントは、その後に地図画像上へ
重ね合わされるＨＴＭＬウィンドウの境界の固定の部分のために１セットの予め描画した
区画（例えば、図２６Ａに示すように第１コーナー区画２６１０、第２コーナー区画２６
１２、第３コーナー区画２６１４、第４コーナー区画２６１５、および指示区画２６２２
）を取得する。ステップ２９１５で、クライアントは、これらの予め描画した区画を接続
して情報ウィンドウの境界の非固定の部分を作成する。例えば、情報ウィンドウの外側境
界は、図２６Ａに示すように、例えば、接続された線２６２０により等の予め描画した区
画の間の線を生成することで確定されてもよい。そこで、ステップ２９２０で、下記で検
討するように、クライアントは、その後に地図画像上へ重ね合わされる１セットの予め描
画した区画を確定および取得し、情報ウィンドウの陰影画像の固定の部分を生成する。ス
テップ２９２２で、下記で、また、検討するように、クライアントは、予め描画した区画
を接続して情報ウィンドウの陰影画像の残りを埋める。
【０１２５】
　図２６Ｂは、基素の構成要素と並んで、情報ウィンドウと共に使用するための（また、
図８および２７で要素８５５として示す）情報ウィンドウの陰影２６２５の例を示す。陰
影画像２６２５は、上記で説明したように作成された情報ウィンドウ２６００の動的サイ
ズに比例して対応するように動的に作成されてもよい。陰影画像２６２５を動的に作成す
るための例示的方法は、図２６Ｂを参照して、以下のように進行してよい。陰影画像２６
２５の高さは、情報ウィンドウ２６００の高さの半分として設定されてもよい。図２６Ｂ
に示すように、ＨＴＭＬテーブルの陰影２６２５のサイズは、陰影のぼやけた輪郭線（存
在する場合）を含み、それが半分の高さで陰影を含むことができるように確定される。情
報ウィンドウの角度付きの垂直線（例えば、線２６３５）は、等角図法に一致するように
所定の角度、例えば、角度４５度でそれらを斜めにすることで作成されてもよい。例えば
、オフセット線２６３５は、角度４５度に設定される。これらの角度付きの線は、クライ
アントまたはサーバのいずれかで、クリッピング長方形を用いて予め描画した角度付きの
陰影線の必要とされる部分のみを表示することで作成されてもよい。クライアントは、ま
た、陰影画像のコーナーおよび指示区画のための１セットの予め描画した区画を確定する
。図２６Ｂでは、例えば、情報ウィンドウの陰影ボックスコーナー区画２６４０および情
報ウィンドウの陰影指示区画２６４５が、サーバからまたはローカルでのいずれかで取得
されてもよい。情報ウィンドウ２６００のサイズに基づいて陰影画像の境界を確定した後
に、そして適切な予め描画した区画を取得しクリッピングした後に、そこで接続線の残り
が確定され、描かれてもよい。
【０１２６】
　陰影画像は、また、図２６Ｂに示すような、陰影同様の外見を作成するように埋められ
てもよい。陰影同様の外見を更に向上させるために、情報ウィンドウの下部に最も近い陰
影画像部分が、最も暗くおよび／または最も鮮明であってよく、その一方で、陰影画像の
部分が情報ウィンドウの下部から遠く離れて配置されている埋め部を徐々に色を薄くする
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および／またはぼやけさせる。
【０１２７】
　図２９へ戻り参照すると、ステップ２９２５で、クライアントは、陰影を地図画像上へ
重ね合わせる。最後に、ステップ２９３０で、クライアントは、情報ウィンドウを地図画
像上へ重ね合わせる。図８、２６Ａ、２６Ｂおよび２７の例から分かるように、この方法
は、デジタル地図上にその陰影と並んで表示される場合に、全体として三次元的に見える
情報ウィンドウを作成する。選択肢で、三次元的外見は、情報ウィンドウが北から始まっ
て南へ配置されるように多数のタイルウィンドウを配置することで向上させることがあり
、それにより奥行きの感覚も提供される。情報ウィンドウを東から西へ配置すること等の
他の選択肢も利用可能である。この方法は、また、２つ以上のマーカーを地図上に配置す
る場合に使用されてもよい。
【０１２８】
　図２５を参照すると、同様な技法が、場所マーカー２５００のための角度付き陰影２５
０５を生成することに用いられてもよい。
【０１２９】
　図３０は、本発明の一実施の形態に従い地図画像表示ウィンドウをサイズ変更するため
の例示的フローチャートを表す。ステップ３０００で、クライアントは、地図画像表示ウ
ィンドウのサイズでの変更の通知を受信する（例えば、ユーザによるウィンドウのサイズ
変更動作の結果として）。そこで、ステップ３００５で、クライアントは地図画像ウィン
ドウの中心を決定する。次に、ステップ３０１０で、クライアントは、ウィンドウのサイ
ズが増大されたか否かを判断する。そうである場合、ステップ３０２５で、クライアント
は、新規の追加のスペースを埋めることに必要とされるかもしれない新規のいずれの地図
タイルのＩＤを決定し、ステップ３０３０でクライアントは、これらの新規のタイルを、
そのローカルキャッシュまたは遠隔サーバのいずれかから要求する。ステップ３０３５で
、クライアントは、新規タイルをタイルテーブル配列に配置し、新規地図画像を表示する
。代替として、ステップ３０１０でクライアントが、ウィンドウのサイズが減少されたと
判断する場合、ステップ３０１５で、クライアントは、クリッピング形状ウィンドウのサ
イズを比例して低減する。最後に、ステップ３０２０で、クライアントは、クリッピング
形状ウィンドウを地図画像の中心上に再度中心を合わせる。
【０１３０】
高解像度印刷
　従来のウェブ地図サイトから地図ビューを印刷すると、地図ビューが先端的なプリンタ
の解像度より１桁低いことが多い画面の解像度で提供されるので、一般的に粗悪な出力を
作成する。しかし、幾つかのホスト技術は（一実施の形態で使用されたようなＤＨＴＭＬ
を含み）、印刷のために好適な解像度での地図タイルを使用する地図ビューの組立てを容
易にする。従って、一実施の形態で地図画像の高品質ハードコピーを達成するために、地
図ビューは、印刷解像度のタイルを用いて再組立てできる。一実施の形態はＨＴＭＬ　Ｉ
ＭＧ要素を用いてタイルをタイルグリッドに配置するために、１２８×１２８画素のサイ
ズで１つ（例えば、screen_tile.gif）、５１２×５１２画素のサイズでもう１つ（例え
ば、print_tile.gif）の同じ地図タイルの２つの画像が、それぞれ表示および印刷の目的
に使用されてもよい。図３１は、本発明の一実施の形態に従い地図画像の高品質印刷のた
めの例示的な１セットの様々な解像度の地図画像タイルを表す。図３１に示す第３画像は
、第１画像の高解像度バージョンのように見えることを当該技術に精通する者は気が付く
であろう。この所見を用いて、ユーザからの印刷リクエストに応答して、現在の地図ビュ
ーは、印刷－解像度のタイルを用いて再組立てされてもよく、優れた印刷出力を達成する
。
【０１３１】
　この文書に説明および示されたフローチャートのステップを実装するためのソフトウェ
アおよび／またはハードウェアは、コンピュータデバイス５０３ならびに／もしくはサー
バ５１０、５１５、および５２０とのどのような組合せ上でも、またはコンピュータデバ
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イス５０３とネットワーク５０５との間で接続されているインターネットサービスプロバ
イダのサーバ等の図示されていない他のコンピュータデバイスもしくはサーバ上でも、実
装されてもよい。その上、図示のブロックは、異なる順番で実行されてもよく、図示した
厳密な順序で実行されることを必要としない。その上さらに、非依存の動作は並列して実
装されてもよい。
【０１３２】
　上記で説明したような実施の形態の態様は、図に図示した実装様態において多くの様々
な形体のソフトウェア、ファームウェア、およびハードウェアで実装されてもよいことも
、当該技術で通常の技量の者に明白であろう。本発明の原理に整合する態様を実装するこ
とに使用される実際のソフトウェアコードまたは特化した制御ハードウェアは、本発明の
限定とはならない。従って、実施の形態の幾つかの態様の作動および挙動は、特定のソフ
トウェアコードに関連することなく説明した当該技術で通常の技量の者が本明細書の説明
に基づいて態様を実装するソフトウェアおよび制御ハードウェアを設計することをできる
であろうことが理解される。更に、実施の形態の幾つかの部分は、１つ以上の機能を実行
する「ロジック」として実装されてもよい。このロジックは、特定用途向け集積回路また
はフィールドプログラマブルゲートアレー等のハードウェア、ソフトウェア、またはハー
ドウェアおよびソフトウェアの組合せを含んでいてもよい。
【０１３３】
　幾つかの例示的な実施の形態が、添付図面に示され、説明された。しかし、そのような
実施の形態は単に例証的であり、制限的でないと理解されるものとする。種々の他の改変
形態が当該技術に精通する者に思い浮かぶであろうために、本開示は、明示的に開示した
特定の構造および編成に限定されてはならない。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】地図リクエスト記入のウェブページを表示する例示的なウェブブラウザを示す。
【図２】ウェブブラウザ上の例示的な地図表示を示す。
【図３】例示的な従来のベクターベースのデジタルマッピングシステムのアーキテクチャ
を示す。
【図４】例示的な従来のラスタベースのデジタルマッピングシステムのアーキテクチャを
示す。
【図５】本発明の態様に従う分散型ネットワークシステムを示す。
【図６】本発明の態様に従うクライアント側またはサーバ側のコンピュータデバイスの例
示的なブロック線図である。
【図７】本発明の態様に従う例示的なタイルベースのデジタルマッピングシステムのアー
キテクチャを示す。
【図８】本発明の態様に従う例示的な地図リクエスト記入と地図表示とを組み合わせたウ
ェブページを示す。
【図９】本発明の態様に従う例示的なサーバ側アーキテクチャを示す。
【図１０】本発明の原理に整合する例示的なサーバ側アーキテクチャの更なる態様を示す
。
【図１１】本発明の態様に従う例示的な地図画像のタイルグリッドおよびクリッピング長
方形を示す。
【図１２】本発明の態様に従い例示的タイルグリッドをクリッピング長方形と対比した後
に結果として得られる地図画像を表す。
【図１３】本発明の態様に従う例示的な１セットの表示した画像に対応する基調を成すタ
イルグリッド座標およびクリッピング形状を示す。
【図１４】本発明の態様に従い、地図タイルをウェブブラウザへ送信し、タイルをウェブ
ブラウザにローカルでキャッシュに格納するための一実施の形態のフローチャートを示す
。
【図１５】ドライブ道案内をオーバレイとして地図画像上へ表示するために一実施の形態
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【図１６】本発明の一実施の形態に従い地図画像のパン操作を実行するためのフローチャ
ートを表す。
【図１７】本発明の一実施の形態に従いクリッピング形状の幅の１／３だけ西へパンする
例示的プロセスを示す図であって、同パンの第1の状態を示す。
【図１８】同パンの第２の状態を示す図。
【図１９】同パンの第３の状態を示す図。
【図２０】同パンの第４の状態を示す図。
【図２１】同パンの第５の状態を示す図。
【図２２】本発明の一実施の形態に従いズーム操作を実装するための例示的フローチャー
トを表す。
【図２３】本発明の一実施の形態に従い１セットの場所マーカーを地図画像上へ重ね合わ
せるための例示的フローチャートを表す。
【図２４】本発明の態様に従う多数の重ね合わされた場所マーカーを持つ例示的地図表示
のウェブページを表す。
【図２５】本発明の態様に従う例示的場所マーカーの詳細を表す。
【図２６Ａ】本発明の態様に従う例示的情報ウィンドウの詳細を表す。
【図２６Ｂ】本発明の態様に従う追加の例示的情報ウィンドウの詳細を表す。
【図２７】本発明の態様に従う重ね合わされたドライブ道案内経路軌跡を持つ例示的地図
表示のウェブページを表す。
【図２８】本発明の態様に従う重ね合わされた領域境界軌跡を持つ例示的地図表示のウェ
ブページを表す。
【図２９】本発明の一実施の形態に従い地図画像上へ１セットの情報ウィンドウを重ね合
わせるための例示的フローチャートを表す。
【図３０】本発明の一実施の形態に従い地図画像表示ウィンドウをサイズ変更するための
例示的フローチャートを表す。
【図３１】本発明の一実施の形態に従い地図画像の高品質印刷のための例示的な１セット
の様々な解像度の地図画像タイルを表す。
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